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はじめに

マレーシアにおけるスルタン (Sultan)制の起

源は，中国の明王朝が敷いた朝貞・冊封システ

ムの Fで東西貿易の拠点として繁栄したマラッ

カ王国 (1400~1511年）にまで遡ることかでき

る旧 l)。マラッカ王国は15世紀半ばまでにイス

ラームを受容したことによって．それまで用い

ていたヒンドゥー文化に起源をもつラジャ (Ra-

ja)という Fの称号に替えて，スルタンという

称号を採用した。同王国ではスルタンを頂点と

して，ブンダハラ (Bendahara,宰相），プンダハ

リ(Bendahari,財務長官），トウムングン (Temen-

ggung,警察長官），ラクサマナ (Laksamana,海軍

百］令官），シャバンダール (Shahbandar, 港i1i長

宜）などのキ要な家臣たちに支えられた権力構

造が形成されていった。マラッカ王国そのもの

は， 1511年にポルトガルによって滅ぽされたも

のの，スルタン家ならびにシステムとしてのス

『アジア経済』 XXXIX-5(1998.5) 

ルタン制は，その後継王国と位置づけられるジ

ョホール古王国 (JohorLama)に加え，パハン，

ペラなどマレー半島部の各地に形成されたマレ

ー諸王朝によって継承されていった。これらの

諸王家をはじめ17世紀以降に創出された新しい

スルタン家を通じて，スルタン制は，その後18

枇紀後半以降のイギリスによる植民地時代，さ

らに第 2次世界大戦による日本軍の占領期にも

存続した。

第 2次世界大戦後，イギリス政府はスルタン

制度の廃止と平等な市民権を華人，イント人に

賦与することを柱とするマラヤ連合 (Malayan

じnion)案の導人を試みたが，統ーマレ一人国

民組織 (UnitedMalays :t¥ational Oraganizat10n: 

L'MNO)をはじめマレー人社会の強い抵抗にあ

い， 1948年のマラヤ連邦の成立を経て，最終的

には57年の独立憲法ではスルタン制が存続され

ることになった。

現在のマレーシアは13州からなる連邦制国家

である。この13小19|0)うち半島部のペナン，マラ

ッカ小11およびボルネオ島のサバ，サラワク州の

計4州を除く 9州にスルタン家が現存するけ＋ 2)（）

また1957年に制定された連邦憲法では，連邦制

度に対応する制度としてスルタン制を甚礎とし

た国下制度が新たに設けられた。この制度では，

9州のスルタンが輪番制によって国王 (Yangdi-

Pertuan Agong/Supreme Head of the Federa-

tion)ならびに副王 (TimbalanYang di•Pertuan 

I, 
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Agong/Deputy Supreme Head of the Federa-

tion)にそれぞれ各 5年間の任期で就任するこ

ととされた。この新制度の成立に伴い，スルタ

ンは連邦レベルでは国王・副王として新たな役

割をもつに至った。一方州レベルでは植民地時

代に引き続き，スルタンは自州内のイスラーム

の長であり，マレー人の保護者などの機能を維

持し続けた。同じようにスルタン制を擁しなが

ら，独立後スルタン家を廃止してしまった隣国

のインドネシアとは好対照といえる。

スルタン家と UMNOとの関係は， 1946年の

マラヤ連合案に遡る。そもそも UMNOは．マ

ラヤ連合案に反対することを目的として結集し

たマレ一人諸組織の連合体であった。スルタン

たちはその UMNOによる反マラヤ連合案運動

の中へ取り込まれる形で，反対運動に関与した

という経緯をもつ。このことから， スルタン制

はUMNOからの擁護を受ける形で独立を迎え

ることになった。

また UMNOの指導者層は，スルタン家もし

くはスルタンを取り巻く貴族と密接な関係を

もっていた。具体的には，初代総裁のダトー・

オン (Dato'Onnb. Ja'afar)と第4代総裁のフセ

イン (TunHussein b. Onn)親子はショホールの

スルタン家と深い関係があり，一方第 3代総裁

のラザク (TunAbdul Razak b. Hussein)はパハ

ン州の宮廷貴族の出身であるほ凡

また第 2代総裁であり初代の首相であったト

ウンク・アブドゥール・ラーマン (TunkuAb-

dul Rahman Putera)はクダ州のスルタン (Sultan

Abdul Hamid Shah, 1882~ 1943年）の第 7番H

の息子である（注4)。また1980年代初めまでは．

UMNOの最高執行委員会 (MajlisTertinggi/ 

Supreme Council)メンパーなど党の中央指導部

20 

にもスルタン家の出身者か数多く名前を連ねて

し吠：（注5)。

こうした密接な関係がありながら． 1970年代

に入り UMNOとスルタンたちの関係に綻びが

みられ始めた。特にパハン，ペラ州では，スル

タンが自らの意思に基づいて州首相 (Menteri

Besar)を選択・任命しようとするなど，州首相

の人事と任命権をめぐってスルタンと州政府の

対立関係か先鋭化し，スルタンの権限問題が表

面化したことかある。しかしいずれの場合も対

立関係は州レベルにとどまり，スルタン制の是

非を問う動きのような本格的な問題にまでは発

展しなかったりj-6)0

しかしながら， UMNOとスルタンの良好な

関係は， 1981年にマハティール (Mahathirb. 

l¥fohamad)か UMNO第 5代総裁， さらには

第4代の首相に就任するとともに大きく変化し

た。マハティールは，その強いイニシアチブを

発揮し，まず1983年に国王の権限に関する連邦

忍法の改正を試み，さらに90年代に入ると彼か

率いる UMNOからも全面的な支持をとりつけ，

国王・スルタンに対する批判を強め，彼らの政

治的権利を含めた諸権限0)縮小に成功した。

筆者は，これら1983年の憲法改正と90年代の

動きを連続性をもつものとみており，一連の憲

法改正は，独立後も実質的に温存されてきたス

ルタン制度の再編成過程であり＂国王・スルタ

ンの権限の再定義を試みたものと考えている。

そこで本稿は， 1983年から約12年間を費やした

マ八ティールによる国王・スルタン制度の再組

成について，その過程，内容を整理した上て‘,

マハティールの意図とその背景を分析すること

を目的としている。なお，筆者はマハティール

か推進した1990年代の再編成について， 94年ま
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での状況に関してすでに簡単に事実関係を整理

し．公表している⑪ 7）。本稿はその成果を踏ま

え，さらに1994年以降の状況を加え，再編の背

景，マハティールの意図などに関する分析を深

めることを目的としている。

本論文の構成は以ドのとおりである。今Hの

国王・スルタン制度の諸特徴か歴史的な産物で

あることはいうまでもない。そこでまず，第 I,

II節ではマハティール政権に至るまでの時期に

国モ・スルタン制度がどのように形成されてき

たかを概観する。

第 I節では，マラッカ王国以降，今日に至る

までのスルタン制について歴史的に概観する c

第 II節では， 1957年の独立時に制定された憲法

（いわゆるムルデカ I独了「□憲法）で規定された

国王の権限，＇／小 I憲法 Fでのスルタンの権限を整

理した上で，マハティール政権に至る時期まて

に生じたスルタン制0)2つの転機を取りあげる C

一つは1969年 5月13日事件後のスルタン制度の

位附づけてあり，もう.•つが新経済政策 (New

Economic Policy, 1971 199(））ドでのスルタン制

の変化である。

第III節以降では，マハティール政権下におけ

る国-f..スルタンの権限の再定義の動きを整理

検討する。まず第III節では1983,84年， 90年代

にわけて再編成過程を時系列的に整理するそ

のI戸：で，第W節では一連の過程て再定義された

内容を検討する。そして第v節てマハティール

の意図を検討し，再定義の背娯ならびに彼の国

家ビジョンとの関わりを明らかにしたいC9

(it l) 叫朝とマラッカ EIKlU)朝貞・冊封システ

ムにつし臼ては，浜 F武店、＾『朝頁システムと近代アジ

ア』岩波内店 1997年塙j良倉，＼硫球11El』内波

因店 ］993りを参照

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

（注 2) Sultanという称号は 9州のうち，プルリ

ス，ヌグリ・スンヒラン 2州を除く 7州で用いられ

ている称号である。プルリス州では Raja, ヌグリ・

スンビラン州では YangDipcrtuan Besar（直訳する

とHewho is Great)という独自の称号が用いられて

いる。こうした称号の違いもまた，スルタン研究て

は重要な意味をもつことぱし占まてもない，しかし｀

本稿では各州のスルタンの比較研究を目的としてい

ないので，繁雑さを避けるために敢えてスルタンと

いう呼称で統一した3

なお，スルタンを推しない 4州ではスルタンに替

わり州知事 (Governorまたは Yangdi-Pertua :-lege・

r日という地位が設けられている。

（注 3) 初代総裁のダトー・オンおよび第 4代総

裁のフセイン親子とショホール州のスルタン家の主

な関係は次貞0)図のようになる。

ダトー・オンの父ダトー・シャファール (Dato'

Ja'afar b. !Vluhammad)の家系ふその源流をマラ

ッカ T:国の最後の宰柑プンダハラ (Bcndahara)にま

で遡ろことかできる、-ダトー・ジャファー！レ自身はス

！レタン・アプハカール (AbuBakar)の信頼を得， ジ

ョホール国の要職を歴任し，最終的に宰相 (Menleri

Besar)を務めるまでに至った。ダトー・オンはこう

したスルタンと父との信頼関係に加え，その母ルカ

ヤ・八ヌム (RugayahHanum)の3回に及ふ婚姻関

係によってその地位を強固にした。

スルタン・アプJヽカールは，弟トゥンク・アプト

，？ール・マジ J ド(TengkuAbdul Majid)と結婚さ

せるために，交流のあったオスマントルコからルガ

ヤ（コーカサス出身）を連れてきた。ルガヤは卜白

ンク・アプト，9,ール・マシトの死後，アプト，!ーラ

・アルアタス IAbdullahAIAttas，イエメン出身の

商人）と． さらにタトー・オンの父ダトー・シャフ

アールと合叶 3 回結婚したしアプ~ドワーラ・アルア

タスとの婚姻関係ては，そい孫にサイト・フシン・

アルアタス (SyedHussin Al-Attas,前マラヤ大学副

学長）かいる このようにルガヤU)それそれの結婚

により 1まれたf供，孫たもはそ U)後マレーシア U)

指；り的な地位を占めるにがった。またラザクとフセ

イン・オンは，初代リJド院議長を務めたモ I メヽ／ト・

ノア (TanSri :v1ohamed :-loah)の長女ス l イヽラ (Toh

l'uan Suhaila)，次女ラハ (TohPuan kahah)とそれ

それ結婚したことによって，義兄弟の関係をもつにが

2 I 
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ダトー・オンを中心とする UMNO首脳部とジョホール・スルタン家の関係

Sultan Abu Bakar（ジョホール・スルタン）

弟 TengkuAbdul Majid --r-Rugayah Hanum（コーカサス出身）

[ ungku Abdul Aziz （ショホール第 5代宰相）

-~ i• 一ーし'ngkuAbdul Az立（元マラヤ大学副学長）

Dato'J a'afar b. Muhammad" ← ••~Aishah Ibrahim 

（ジョホール初代宰相） ---Dato'Mustapha（ジョホール第4代宰柑 [1929~31年］）

==r• ・ Emon Abu Talib 

~ Dato'Abdullah（ジョホール第3代宰相 [1925~28年］）

Rugayah Hanum 

Dato'Onn b. J（戊far（ショホール宰相 [1948~1951年］）

Tun Hussein b. Onn~Toh Puan Suhaila-

（しヽIN0第4代総裁） I 
[hshamuddm b. Hussem [Tan Srl Mohamed 

（下院議員 [1995年～現在］， Noah 

第1次産業行副大臣 [1997年～］） （ショホール出身）

Tun Abdul Razak b. Hussein-—Toh Puan Rahah-」
(UNIN0第3代総裁） 1 

r-,; ajib b. Razak（下院議員．教育相 :1995年～現在］）

（出所） ダトー・オンに関する情報は主として， RamlahAdam, Dato'Onn fa'afar: Pengasas Kemerdekaan［ダトー・

オン・ジャファール ・—独立の先駆者一］ （Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka［マレーンア国語出版

局］， 1992),pp. 1-13による。

（注） ＝は婚姻関係，ーは親子関係を示す。＊UngkuAbdul Hamid 

った。（なお，現在ナジプ・ラザク〔Najibb. Razak〕，

ヒシャムディン・フセイン (Hishamuddinb. Hussein〕

などダトー・オンの孫の世代が UMNOの若手指導

者として有力な地位を占めている）。

（注 4) Tunku Abdul Rahman Putera, View 

Points (Singapore: Heinemann Educational Books 

(Asia), 1978●)， pp. J-5. したがって．現在のクダ州の

スルタン (SultanAbdul Halim Muadzam)は彼の甥

にあたる。

（注 5) 例えばクランタンからはトウンク・ラザ

レイ (TengkuRazaleigh b. Hamzah, 1974~78年

UMNO次席副総裁，元商工相，蔵相など）， トウン

ク・リタウディン (TengkuRithauddin,元外務大臣）

などがいる，．

（注 6) トウンク・アブドゥール・ラーマンによれ

ば，これまでにペラ州とパハン州の州首相 (Menteri

恥 sar)の人選と任命権をめぐりスルタンと州政府が

対立した (Tunku Abdul Rahman, Something to 

Rememb（,r (Singapore: Eastern Universitie~ Press, 

198釘， pp. 91-97および Tunku Abdul Rahman 

Pulera, View.... pp. 62-65),, 

（注 7) 闊居高]変革迫られるマレーシア U)国王

・スルタン制度」（『アジ研ニュース』 No.157 1994 
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年8月） 4~9ページ。

I マレーシアのスルタン制の歴史

的概観 (15世紀以降）

1. マラッカ王国から植民地以前のスルタン

制 (15世紀から 18世紀）

マレーシアのスルタン家ならびにスルタン制

の起源は， 15世紀のマラッカ王国にまで遡るこ

とかできる。ただし，マラッカ王国のスルタン

家と現存するスルタン 9家とは血統上の強い連

続性はもっていない。現存する 9スルタン家の

うち，クダとペラの 2家を除き，残り 7家は，

マラッカ王国の後継王国であるジョホール古王

国においてマラッカのスルタン家の直系か途絶

えた1699年以降に創設されたものである。しか

しながら．マラッカ王国は15世紀半ばにはラジ

ャという称号に替わりスルタンという称号を導
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入し，システムとしてのスルタン制の原型や今

日のマレー半島部における政治文化の基礎を構

築した点においてきわめて重要である（注 l)。

マラッカ王国以降今日に至るまでのスルタン

家の発展過程を，マレーシアの代表的な歴史

研究者の 1人であるクー・カイキム (KhooKay 

Kim)の研究を基にして整理したのが図 1であ

る。彼はマレーシアのスルタン家の今日までの

歩みを大きく 3つの時期に整理している。

第 1の時期は17世紀中盤までである。この時

期に存在した 4つのスルタン家はクダのスルタ

ン家を除き，いずれもマラッカ王国からの流れ

を汲んでいる。すなわちマラッカ王国を引き継

いだジョホール古王国，またマラッカのスルタ

ンの王＋によって開かれた古パハン王家 0470

年），さらにジョホール古王国時代になって開

かれたペラ (1528年）である。唯一例外的な存

在は，現存するスルタン家で最も古いと考えら

れているクダのスルタン家であるば 2)。

第 2期は，ジョホール古上国のスルタン・マ

フムード (SultanMahmud)の殺害 (1699年）以

降18世紀未までである。マフムードの死去に伴

い生じたマレー人諸王朝の混乱に乗じる形でプ

ギス (Bugis)人， ミナンカバウ (Minangkabau)

人などの外部勢力が入り込み新たにヌグリ・ス

ンビラン，スランゴールが創設された1也，新た

にトレンガヌ，クランタンの各スルタン家も生

まれた。

第3の時期は19世紀である。具体的には新パ

ハン，プルリス，新ジョホールの三家である。

植民地以前のスルタン制に関しては，ガーリ

ック (J.M. Gullick)とミルナー (A.C. Milner)に

よる代表的な研究成果がある。まずガーリック

によれば，これらの王国ではスルタンを頂点に

マハティールによる国王・スルタン制度の再絹成

戴いたものの，その実態はスルタンの下に置か

れた族長がそれぞれの郡(District)を支配する形

をとっていた。スルタン自身も彼の固有の領土

を支配するものの，王国全体からみれば，その

役割は象徴的なものであり，ある程度国家を

統一するためのシンホル的な存在でしかなかっ

たほ3)0 

この時期のスルタンの象徴的な役割に関して

は， ミルナーも概ね同意している。ミルナー

は，これらスルタンを戴いた王国を意味するク

ラジャアン (Kerajaan)という言葉は，一定の領

域の支配を伴った国家を意味するのではなく，

「“Raja"が存在し，マレー人が居住していた

地域」を意味するのであって，まさしく文字ど

おりのラジャ (Raja)がいる状態 (thecondition 

of having a Raja)てあると表現している（注 4)。

ミルナーはガーリックよりも政治文化的な定義

をあてているもの，両者に共通する点は，この

時期のスルタンが象徴的存在，また国 (Ke

rajaan)の統一のために必要なシステムと理解

されている点である。

では，この象徴的，儀礼的な役割で実質的な

権力をもたなかったスルタンがその制度を維持

し続けた理由は何であったろうか。この点につ

いても両者の見解は一致する。それは宗教七の

理由，すなわちイスラームの保護者としての役

割を担っていたことがその存続の大きな理由で

ある。

2. イギリス植民地時代

18世紀に始まるイギリスの植民地支配は，そ

の統治形態から海峡植民地，マレー連合州，非

マレー連合州の 3つに分類される。

イギリスは1786年にペナン島を租借したのを

皮切りに， 1824年まてにはマラッカ，シンガポ

23 
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図 1 マレーシア・スルタン家の系統概略
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（出所） Khoo Kay Kim, Malay Society: Transformation & D emocratisation (Petaling J aya. 

~:landuk Publications, 1991), pp. 6-54/idem, "How the Sultans Come to Be?;'・ Star, 

May 2, 1993. この他の参照資料としては KobkuSuwannatha-Pian, "Thrones,・ Claim・-

~nts, ~ul:r~ a?? _Rul_es: _The Problem of Succession in the Malay Sultanates," 

Jounud of the l'vtalaJ,Sian Branch of the Royal小 iaticSociety, vol. LXVI, part 2, i 993, 
pp. 1-27/Mohd. Bakri Jaafar, Menge叫 iTokoh Kita:．如malam.Hari lni dan恥 K

［私たちの有名人を理解する一一過去，現在．未来一ー］ （Shah Alam: Persatuan Sejarah 

Malaysia［マレーシア歴史協会］， 1991).

(it) →スルタン家の継続関係をぷす。 こつ現存するスルタン家を示す。

→新しいスルタン家の創設を示す。

＝→その人物が生家を離れ。新たに

スルタン家を開いたことを示す

* Sultan Mahmudの死によって．マラッカのスルタン家の血統は途絶えた。後継(I)

Abdul Jalil（後の SultanAbdul J alil)はブンダI ラヽ (Bendahara)家の出身てある。

召
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ールと後に海峡植民地(StraitsSettlements)を構

成することになる 3地域を支配下に収めた（注 5)。

その後，イギリスはこれらの海峡植民地を拠点

として， 1874年にペラおよびスランゴールとの

間にパンコール条約(PangkorEngagement)を締

結し．マレー半島部の植民地化を進めていった，

パンコール条約と同様の内容をもった条約が．

ヌグリ・スンビランとは1874年から1895年まで

段階的に，パハンとは1888年にそれぞれ締結さ

れた。これらの条約に基づき，各国には駐在官

システム (ResidentialSystem)が導人された。

駐在官 (Resident)の助言は，「マレ一人の宗教と

慣習以外のすべての市柄に関して求められ，そ

の助出こ従わなくてはならない」とされた（注6)。

さらに，これらの 4カ国は1896年に統一的な行

政支配を目的として導入されたマレー連合州

(Federated Malay State: FMS)となり．これら

の駐在官を統括する総駐在官(Resident-General)

が創設された（注 7)c

一方残された地域の植民地化の過程をみると．

1909年にはシャムとの間でバンコク条約 (Treaty

of Bangkok)が締結され．クダ，プルリス，ク

ランタン， トレンガヌ北部の 4カ国の宗主権が

シャムからイギリスに移され，各国で順次イギ

リス人顧問官 (BritishAdviserまたは General

Adviser)が導入されていった。さらに1885年以

降イギリスの保護 Fに入っていたジョホールも

l914年に顧問官システムを導人した。これら

5カ国は非マレー連合州 (UnfederatedMalay 

States: UMS) と総称され．そこに屑かれた顧

問官は駐在官よりもスルタンに対する権限が弱

い存在であった。

スルタンおよび族長たちには年金 (allowance)

が与えられ，またスルタンの権限は宗教（イス

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

ラーム）とマレ一人の慣習に関する事項のみに

限定されたことによって，スルタンの権限とイ

ギリス植民地官僚との権限の間に紛争は生じな

かった（注 8)。

しかし，マレ一人社会内部ではイギリス植民

地化によって大きな変化を経験した。まず第 1

に，スルタンと族長との権力関係に変化が生じ

た。イギリスの駐在官もしくは顧問官の助言の

下にスルタンを頂点としたマレー人社会のヒエ

ラルキーが構築されたことによって，族長に対

するスルタンの支配が強化されることになった。

また実際に経済面でも変化がみられた。従来，

徴税はそれぞれの郡において族長によって行わ

れていたが，イギリス植民地下ではスルタンの

名前の下に徴収された（注9）。これらの措置によ

って，スルタンを戴く国は，従来のクラジャア

ン(Kerajaan)から領域支配を意味する国として

のヌガラ (Negara)へとその性格を変化させて

k)った。

もう一点重要な点は，ィキリスがマレ一人の

宗教，すなわちイスラームをスルタンの管轄事

項として手をつけなかったことである。このこ

とはスルタン制の存続の一つの重要な理由とな

った（注10)0

3. 第 2次世界大戦およぴ日本軍の占領期

第2次世界大戦の勃発とその後の日本軍の占

領期では，マレ一人の協力を必要とした日本軍

の手によってスルタン制度は維持された。

日本軍は1942年 2月にシンガポールを占領後，

同地に軍政監部を設置した。同監部は海峡植民

地， FMS,UMSのみならずスマトラ島までを

も管轄し，日本人の州長官が各マラヤの国々，

ベナン，マラッカに対し任命されたほ11)。

占領当初，軍政監部はスルタンのイスラーム
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上の地位は羽重するものの，その主権を自発的

に日本へ委譲させる方針を固めた。しかしなが

ら， 1942年 7月にはこの方針は転換され，統治

においてマレ一人の協力を必要としたことから，

この計画を断念した。さらに1943年 1月にはス

ルタンに対する新しい政策を打ち出し，イスラ

ームの長としての地位の保証と，戦前に引けを

とらない年金手当を与えて援助をした（注12)0

日本軍の占領は，その後スルタン制度に大き

な影響を与えた。その中でも重要なできことは

スルタンの地位継承に関する問題である。スラ

ンゴール (1941年）， トレンガヌ (42年）， クダ

(43年），プルリス (43年），クランタン (44年）

0) 5人のスルタンが，新たに日本軍の占領下で

スルタンの地位に即位した（かっこ内はスルタ

ンヘの即位年）（注13）。これらのスルタンのうちス

ランゴール， トレンガヌ，プルリスの 3人は，

日本の敗戦後，イギリスがマラヤに復帰した際

に戦時中の H本軍への協力によって実質的な退

位を迫られることになった（注14)。

4. マラヤ連合案からマラヤ連邦へ

第 2次世界大戦後，マレー半島に戻ってきた

イギリスは戦前の植民地の統治システムが不適

、りであること，そして統一された合理的な政府

が必要との立場から海峡植民地， FMS, UMS 

の3地域に統一的な政治システムの確立の方針

を打ち出した。これが1945年10月にイギリスの

下院で発表されたマラヤ連合(MalayanUnion) 

案である旧15)0

マラヤ連合案の大きな柱は，（l）スルタンの権

限に関してイスラームに関する権限を除外して，

すべてをイギリスに引き渡すこと，（2）マラヤで

生まれた華人系．ィンド系住民にも市民権を与

ぇ，平等な政治的参加の権利を保証すること，

26 

となっていた。このマラヤ連合案を実現するた

めにイギリスは， 1945年10月11日には，各スル

タンとの間に新条約を締結させるためハロルド

・マクマイケル (SirHarold MacMichael)を派

遣した。彼は同年12月までの間各州のスルタン

と個別に面会し新条約への調印を迫った。イギ

リスはこの使節に先立って，日本軍占領中に就

任したスルタンに対してその地位を認めない等

の方針を明らかにしていたために，各州のスル

タンたちは戦時中の対日協力を理由にしてその

地位が脅かされることを恐れ，すべての州のス

！レタンがそれぞれ新条約に調印した直16)0

その後これらの新条約の内容とともに1946年

1月22Hにイギリス政府が「マラヤ連合に関す

る白書」 (WhitePaper on Malayan Union)を公

表すると，イギリス国内では元のマラヤ植民地

政府官僚などから非難の声が上がる一方で，マ

レー半島部でもマレ一人社会内部でマラヤ連合

案に反対する政治運動が沸き上がり，各地でマ

レー人団体，政治組織が結成された。これらの

政治組織がマラヤ連合案に対する反対とともに

もう一点問題にしたことは，マクマイケルとの

間で新条約を結んだスルタンたちの行動であっ

た。政治諸組織はス！レタンたちに対する批判を

も行った。なかでも，マラヤ連合案に対応する

ことを目的として最初に設立されたマレー人

組織であるジョホール・マレー連合 (Kesatuan

Melayu Johor/Malay League of Johor, 1945年

11月20日設立）は，ジョホールのスルタン・イ

プラヒム (SultanIbrahim)の条約締結行為が

9)什憲法第15条に違反していることを理由に彼の

行為を非難し．彼の退位と息子への地位の移譲

を要求するまでになっていった。

こうした動きがある一方，ジョホール州出身
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のダトー・オン (Dato'Onnb. J a'afar)らは，マ

ラヤ連合案に対する反対運動をスルタンに向け

るのではなく，イギリスヘの反対運動に重きを

潰いて運動を展開することへと傾いていった。

彼は最終的に半島部各地にできていたマレー人

諸組織を統合し，マラヤ連合案への反対運動を

進めることを目的にして， 1946年3月 1日から

3日にかけて42のマレー人組織代表を集めた

汎マラヤ・マレー人会議 (Pan-MalayanMalay 

Congress)を開催した（注17)。l口j会議でこのマレー

人組織の連合体を統一マレ一人国民組織(UMN

0/Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu)と

することが決定され，同年 5月に開催された第

2回汎マラヤ・マレ一人会議の場で．党規約な

どが制定された（注18)0 

マレー人社会でマラヤ連合案へのこうした反

対運動が活発化する "1方で，イギリスはマラヤ

連合の実現へ向けて， 1946年4月1日にはマラ

ヤ連合の初代の総督としてエドワード・ジェン

ト(SirEdward Gent)を任命する準備を進めた。

スルタンたちは 4月 1日のマラヤ連合発足の式

典に参加する準備をしていたものの， 3月31日

に緊急に開催された汎マラヤ・マレー人会議で

はマラヤ連合の成立の阻止を決め．ダトー・オ

ンはスルタンたちを式典当日の就任式に出席し

ないよう説得することに成功し，ここにスルタ

ンをも巻き込んだマラヤ連合反対運動が成立し

た（注19)。

この UMNOを中心とし，スルタンをも巻き

込んだマラヤ連合に対する反対運動，さらには

華人系住民を主体とするマラヤ共産党(Malayan

Communist Party: MCP)の脅威が現実のものと

なってきたことなどから，イギリス政府は UM

NOと妥協する道を選んだ。この結果．マラヤ

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

連合案は再考され，スルタンの統治権の回復と

マレー人の特権を認め，非マレー人の市民権を

制限した形でマラヤ連邦(Federationof Malaya) 

が1948年に結成されることになった。ただし，

マレ一人の特別な地位に関しては，通常の法律

の範囲内で保証されることとされた（注20)。

（注 1) 1445年に就任した王がスルタンの称号を

用いている。マラッカ王国のスルタン制度に関する

近年の研究としては，次の文献を参照のこと。 Mu・

hammad Yusoff Hashim, The Malay Sultanate of 

Malacca: A Study of Various As択ctsof Malacca in 

珈 15thand 16th Centuries in Malaysian History, 

trans. D. J. Muzaffar Tate (K叫 aLumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka, 1992). 

（注 2) クーは「現在利用可能な資料からはクダの

スルタン家が最も古く，少なくとも12世紀には Sulu-

tanの称号をもつ王の存在が確認されている」と述

べている (Khoo,Malay Society..., p. 4 7)。

（注 3) J. M. Gullick, Indigenous Political Sys-

te加 。'fWestern Malaya (London: University of 

London, 1958), pp. 44-45. ガーリックはこの象徴性

について，後の著作でも再度強調している C J.M. 

Gullick, Malay Society in the Late Nineteenth Cen-

fury (Singapore: Oxford University Press, 1989), 

pp. 20-47. 

（注 4) A. C. Milner, Kerajaan: Malay Political 

Culture on the Eve of Colonial Rule (Arizona: Uni-

versity of Arizona, 1982). ke-, -anはそれぞれマ

レー語の接頭辞．接尾辞であり，語幹 (raja)の名詞

化を意味する。

（注 5) この項の記述は断りのない限り， G. P. 

Means, "Colonial Legacy," in M庫巧ianPolitics, 

2nd ed. (London: Hodder & Stoughton, 1976), 

Chap. 4の記述に基づく。

（注 6) James de V. Allen, A. J. Stockwell, and 

L. R. Wright eds., A Collection Treaties and Other 

Documents Affecting the States of Malaysia, 1761-

7963, vol. 1 (London: Oceana Publications, 1981), 

p. 39 l. 

（注 7) この総駐在官は海峡植民地の総督(Gover-

nor)でもある。
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（注 8) Y. A. M. Raja Azlan Shah, "The Role 

of Constitutional Rulers in Malaysia." in The 

Coぬ titutionof Malays如： FurtherPeだpectiveさ⑪d

Developments, ed. F. A. Trindade and H. P. Lee 

(Singapore: Oxford University Press, 1986), p. 78. 

（注 9) Simon C. Smith, British Relations u:ith 

the Malay Rulers from Decentralization to Malayan 

independence 1930-1957 (Kuala Lumpur: Oxford 

University Press, 1995), p. 4. 

（注10) Ibid, p. 1ふ

（注11) A. J. Stockwell, British Policy and Ma幻

Politics during the Mala;mz Union Experiment 1942-

1948, Malaysian Branch of the Royal Asiatic 

Society Monograph No. 8 (Kuala Lumpur, 1979). 

pp. 5-7. 

（注12) Means, Mala.,,sian..., p. 43,およひ長井

佑一『現代マレーシア政治研究J 研究杖畠 No.241 

アジア経済研究所 1978年 71~73ページ a

（注U) Stockwell, British Policy..., pp. 3 4. 

（注14) このうちトレンカヌ J)トウンク・アリ

(Tengku Ali,現在のスルタンの従兄弟）は， 1992

年8月4Hi＇，具i裁1こ'1942年9月261Iから 1945年1]月

5日まてトウンク・アリがトレンガヌの正式なスル

タンてあったことを州政府が宜言すること J嶋 r1945

年11月5IJ以降支払われるべき月］500リンキの年金

と滞納金なとの支払い」を請求する裁判を起こした

(Star, Aug. 6, 1992)ぐトゥンク・アリ V)t張につし、ては，

Wan Ramli Wan Mohamad, /砂gaku{1nれ疇II

Ali: Men且aI){J泣yaDiturunkan Dwi Takhta Teren響

俎匁anu.ノ ［トウンク・アリ (i)t曲 なせ私は 1、レン

ガヌの上位から降ろされたか j (Petaling Jaya: 

Penerbit Fajar Bakti, 1993)を参照，

（注］5) Albert Lau, The Mala}む”Uni(）}icmli)'（）-

1!（心y1941-1948 (Singapore: Oxford Cnivcrsity 

Pre&s, 1991)、よた．マラヤ連合案をめくる動きにつ

しヽては， A. J. Stockwell. I伍 tishDormnりli．ヽ Imthi 

邸 dof Empire: Mala.va, Part I th('ル1al(l}ym[]111/）” 
応 />eriment1942 1948 (London: Institute of Corn・ 

monwealth Studies, 1995)を参照U)こと

（注Hi) Stockwell, British Policy..., pp. 50 60 

(itl7l Ibid., pp. 69•、 70

（注18) 汎マラヤ・マレ一人会議開催からし'MNO

の成立に令る過程につしヽては， A. J. Stockwell, 
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“じMi¥Oand the Malays 1946-1948," in British 

Policy..., Chap. 6, pp. 108-128,および Rarnlah

Adam, UMNO: Organis心;idan Kegiatan Politik 

1945-1951 [UMNO その組織と政治活動 1945年

から1951年一一](Kota Bahru: Mohd. Nawai Book 

Store, 1978), pp. 1-35/idern, Dato'Onn..., pp. 81 

107を参照。

（注19) ダトー・オンによるスルタンたちの説得

の記述については，長井 r現代マレーシア・,....； 131 

~132ページ。

（注20) Andrew Harding, Law, Governm切 tand 

t枷 Constitutionin Malaysia (London: Kluwer Law 

International, 1996). pp. 24-28. 

II 現代マレーシアにおける国玉・

スルタン制度の成立過程，機能

と変化

1. 独立憲法における国王・スルタンの地位

1956年にロンドンで開催された憲法会成にお

いて， 57年 8月にマラヤ連邦の完全独立か決定

されて以降，憲法起草準備が開始された J

法起草委員会としてイギリス人のリート (Lord

Reid)を委員長とする委員会（通称リード委員会）

か結成され， I［11委員会は1957年に憲法草案を公

表したし9

しかし，この憲法起草委員会の提案内容のす

べてか実現されたのではなく，その後イキリス

政府，スルタン，連盟党 (AllianceParty. UMN 

（）とマラヤ華人協会 [MCA]，マラヤ・イント）、

会議 [MIC］の連合体）などとの議論を経て独立

慮法か形作られてし lった。

独立憑法によってスルタンにもたらされた機

能と権限の中で重要な点は以I‘̂()）3点てある。

第 1に、連邦制度の導人によって最高Jじ首とし

ての国丘それを補佐する副王の地位が新たに
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設けられ，両ポストに 9人のスルタンの互選に

基づいて， 5年ごとの輸番制で就任することと

された。第 2に国王としての機能は，連邦にお

けるマレー人の保護者であり，ペナン州などス

ルタンを擁しない 4州におけるイスラームの長

としての役割をもつことなどである。第 3に立

憲君主制に基づく国王として，首相の任命権，

下院の解散への同意の留保権，法案への裁可権

等が賦与された。この他に，国王は国軍の最高

司令官としても位買づけられている (it110 

この連邦憲法の制定は，まず第 ltこ，国王な

らびに国玉を支えるスルタンに対する諸権限が

法制化されたことで，より明確な形で国王，ス

ルタンの権限が彼らに与えられたことを意味す

る。第 2により屯要な点は，この連邦憲法第

153条においてマレ一人の特権が明文化され，

かつその特権を保護することが同王に義務づけ

られたことである。さらに， この第 153条の改

正そのものは，憲法改正に関する手続きを規

定した第 159条第 5項によってスルタンのみか

出席を許される統治者会議 (MajlisRaja-Raja/ 

Conference of Rulers)の承認なくしては行うこ

とができないことが規定されているぼ21。さら

にこの条項は，第 159条第 5項の改ll-そ．そのもの

も統治者会議の承認を必要とすると規定してい

ることから，第 153条で保証されたマレ一人の

特権は， f続き上統治者会議によって二屯に保

護されたといえる。換日すれば，独立慮法はマ

レ一人の特権とスルタン制度を分かち難い関係

の規定にまで強化したといえるだろう国：iIO

2. 5•13事件以降の国王・スルタン制度

独立以降国王およびスルタンの位置づけか最

も変化したのは， 1969年の総選挙後に起き

族暴動事件（いわゆる5•13事件）の後の政治シス

マハティールによる国王・スルタン制度の再絹成

テムの再構築の過程においてであった。

事態を収拾する目的で設立された国家運営評

議会 (NationalOperations Council: NOC.アプド

ゥール・ラザク [AbdulRazak]議長，後の第2代

首相）は， 1970年 6月に，（l）マレー人の特別な

地位， i2)国語としてのマレー語の地位など，後

：こ r敏感問題―,(SensitiveIssues)と呼ばれる問

題に関する議論を行うことを禁止することを決

定した。さらにこの決定は約 1カ月後の 8月3

日に非常事態（緊要権限）第45号 (Emergency

[Essential Powers: Ordinance)によって法的に

裏づけられた（注 4)0 

さらにこれら敏感問題は， 扇動法 (Sedit10n

Act, 1948，以卜扇動法）の改正， 1971年 3月の連

邦憲法第10条の改正という 2段階を経て公開で

の議論が禁止されたげ 5)。

この1971年の連邦憲法第1(）条の改正では新た

に第 4項か追加された。その第 4項では次のよ

う（こ規定された。

「国会は本憲法の第III部（市民権），あるい

は第152条（国語としてのマレー語の地位），

第153条（マレ一人およびボルネオ州「後にサ

八，サラワク州と改止:の先住民のための公務

員，諸許可などの割当の留保，いわゆるマレ

一人の特別な地位）あるいは第181条の規定

（統治者の大権なとの除外規定）により確立

され，あるいは保護されたいずれかの事項，

権利，身分，地位，特権，主権あるいは大

権などについて法律に指定されるそれらの

履行に関する以外の面で疑問を呈するこ

とを禁ずる法律を議決することができる」

（かっこ内は筆者注）直6)。

巾民権，マレー語の地位，マレー人などの特

別な地位，スルタンの地位，の 4つの敏感問題
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に関しては．さらに第63条の国会議員の特権，

第72条の州議員の特権に関する規定においても

制限が加えられた（注7)。第63条に第4項が追加

改正されたことにより．第63条第 2項が定めた

「国会議員の発言，投票に関してはいかなる法

廷におけるいかなる訴追も受けない」という国

会議員の特権の一部が制限されている。同様に，

第72条に第4項が追加改正され，州議員にも与

えられていた不訴追特権が4つの敏感問題には

適用されないことになった。

これらの諸改正によって，スルタン制および

それを基礎とする国玉に関わる諸問題は，マレ

ーシアの議会政治の議論の枠組みから外される

ことになった。換目すれば，本来争点となるべ

きこれらの問題が国会ですら議論できず，争点

無き議会政治へと変質したといえる。これがマ

レーシアの1970年以降の基本的な政治枠組みと

される。

3. 新経済政策とスルタン

1971年から20年間にわたって実施された新経

済政策 (NewEconomic Policy: NEP)は，（l）種

族を問わない貧困世帯の撲滅，（2）マレーシア社

会の再編成という 2大目標を掲げていたもの

の，その根底には，マレー人の社会的，経済的

な地位を他の種族と比肩するまでに引き上げる

こと， というマレー人の強烈なナショナリズム

の存在を指摘することができる。このマレー・

ナショナリズムと NEPとを具体的に結び付け

たのが連邦憲法第 153条における「マレー人の

特別な地位」であり，その特別な地位を保護す

る役割を与えられたスルタンであった。換言す

れば NEPの実施過程において，スルタンなら

びに国王は従来よりも明確な意味をもったマレ

一人の保護者としての役割を与えられていたこ
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とになる。

しかしながら NEPが掲げる諸目標を実行

するために実際にマレー人の保護者としての役

割を担うのはスルタンではなく，マレー人政党

UMNOである。つまり形式的にはスルタンは

マレ一人社会の保護者であり続けたけれども，

実質的には UMNOがマレー人社会の保護者に

取って替わったことになる（注8)。

本来 NEPはマレー人社会の中で零細規模の

農民や漁民など経済的に劣位に置かれてきた層

をその政策対象としてきた。しかし，実際には

それにとどまらず，マレー人社会の保護者であ

り，社会的には上層階層に属する“マレー人”,

すなわちスルタン一族にも少なからぬ恩恵をも

たらした。最も顕著な影響は， NEPの2大目

標の一つであったマレーシア社会の再編成のう

ち資本所有再編目標と雇用構造の再編目標の実

行過程において，スルタンならびにその一族が

企業役員や，株式所有者としてその存在を強め

てきたことである。

資本所有再編目標は， 1971年から90年までの

20年間でマレーシア全体の株式会社資本所有に

ついてプミプトラ（マレー人をt体とし，サパ．

サラワクにおける先住民から構成される），非マレ

ー系マレーシア人，外資の 3者間における比率

を， 70年の1.9% : 37. 4 % : 60. 7％という構造

から90年には30.1%:40.1%: 29.8％へと再編

成しようとするものである旧9)。また雇用構造

の再編目標は，各産業，各業種における種族別

就業構造にマレーシア全体の種族別人口構成比

を反映させることである。

これらの諸目標は基本的には個別企業，産業

別ではなくマレーシア全体の目標であったにも

かかわらず，目標を実行する過程において政府
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は個別企業ベースでそれらの諸目標への対応を

求めた。この結果，マレー人個人における資本

蓄積が進んでおらず，また人材的にも企業役員

を担うだけの人材を有していなかった時期にお

いて，各企業はそれぞれの人材調達先として，

スルタンおよびその一族を政治家や退役軍人，

高級官僚などとともに必要とした。すなわちス

ルタンの家族やスルタン家出身者は，資本所有

再編目標が求めるマレー人の株式所有者とし

て，また雇用再編目標からは企業役員を構成す

るのに必要なマレー人の人材源としての役割を

もつことになった（注10)。また， こうした有力な

マレー人層は企業の対外的な顔，あるいは政府

などとの交渉役として必要とされたことから，

こうした傾向は NEPの進展とともに進んでい

った（注ll)0

スルタン一族の企業活動への関与は，こうし

た外部的な要請から求められたものにとどまら

ず，彼ら自身主体的に関与している。 NEPが

本格的に展開される1970年代前半になると，ス

ルタン家自身が企業を設立し，ビジネス・グル

ープを形成し始めている。

マハティール政権によるスルタン批判が本格

化する1991年から92年時点の段階で，マレーシ

ア企業登録局 (Registerof Companies: ROC)に

登記されている企業のうち，スルタン家が直接

的に関与していることを筆者が確認することが

できた企業およびそのビジネス・グループを整

理したものが表 1である。

ヌグリ・スンビラン州のスルタン家からは現

スルタンの息子たちによるアンター(Antah)と現

スルタンの弟の家族によるメルワール (Melewar)

の2グループ，ジョホール州は現スルタンの家

族によるマドス (Mados)グループ，パハン州か

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

らは現スルタンの家族によるタス (T.A. S.)グ

ループ，現スルタンの弟の家族が中心となるア

ペラ (Apera)グループ，さらに現スルタンの弟

によるタブ(TAB)グループがある。またスラン

ゴール州のスルタン家からは現スルタンの息子

（次男）による SPSグループがある（注12)。

これらのビジネス・グループにはいくつかの

共通点を指摘することができる。

第 1に，その設立は1969年のタプ・グループ，

77年のアペラ・グループを除き，いずれも70年

代半ばに集中している点である。第2に創業者

をみると，スルタン自身が営利活動に関与する

ことは州憲法で禁止されていることから，スル

タン自身ではなく，スルタンに即位する以前の

段階（皇太子） 0）時点で企業を設立させるか，

あるいはその兄弟，子女たちが創業者になって

いる点である（注13)。第 3には，中核企業の株主

溝成や役員構成をみると，上場企業であるアン

ター社 (AntahHoldings Bhd.)を除き，いずれも

創業者の妻，その子供たち，場合によっては子

供の配偶者から構成されており，この点で文字

どおり家族によるビジネス・グループという性

格をもっていることが ROCのデータファイル

からわかった。

こうしたスルタン家のビジネス活動への参入

の理由として， 2つの点を挙げることができる

であろう。まず第 1にNEPからの政策的な要

請である。 NEPではマレーシア社会再編目標

の一つとして，資本再編，雇用再編とともに

「マレー人商工業コミュニティの創設」を掲げ

ていた。具体的には，商工業分野においてマレ

一人の企業経営者または企業を創出していくこ

とをその内容としていた。こうした目標を掲げ

た政府は， 1970年代前半という NEPの初期段

3 l 
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表 1 スルタン家による

— ::/1)•_:> t ~,J,M ~· ~ 州名 J_ ヌクリ・スンヒラン州 ショホール州

グループ名 アンター IAntahl メルワール (:>Ielewarl I マ｝ス (¥1adosJ 

中核企業 I Antah Holdlllgs Bhd Melewdr Corporation | Mados Sdn Bhd 
Bhd 

•“· • `““・  •““· •“· • `“~ • `“““• •... ` “● ● ● ~“•““•.......... 

設立（探業年次） 1976年 (1977年） 1974年 I 1974年

創業者名 Tunku N aquiyuddin 
Tunku Imran 

Tunku Abdullah 

-------------------------

I 

I 
: Tengku,¥,fahmood 
i lskandar 

--―-------------------- --、―̀― -•-••··-+--------------

剖業者と現スルタン ともに現スルタンO')息、f
の続柄

現スルタンの弟 ！現スルタン 1

------

授権資本金 lig 

払込資本金
.．．. ̀ “•““• ̀“• ~ 

固定資産
• -

税引き 1,lij利益
---------------

刷用人数

傘 l‘•企業数

-----__,_ -

主な策柿

備考

6969万2500
9 9 9 9 9 9““9  9 9 9 9 

1億1934 Jj l) ` a. 
• - • 9.  ~ ｀ 9 9 • • ` • 9 9 ▲ ` ^ ` • ~ • ~雪· ・ ・ ` ~ 9 9 

33 33 Jj 7 (）（）0 N I !j 2 1 3 5, 9, 9 

．9 9 ~ • 9.．．．．．．．．．．，．，.．．．．．．．．，』．．,.

7000人(, 60Il)、
- --●- -- - -- -- --- - ---

52社 (37-i'-会社、 39社 (1り子会社`
15関連会社） 巳0関連会社）

販売，サー：：：ス、製造及， 広告囀観尤，金融，教育，
（タイル，心気機器） 投責、住宅開発，保険

1983年クアラルンプル，止仔
取）l所l合い場

1738fil700 

233万` （c: 2 

ll.i:. 

7 tl (2-f会社`
5関連会社）

森林伐採，観光，不動序
開発農園経営

（出所） （1) アンター・クループに関しては， 1990年テータである,Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), 

(2) 〔i)メルワール・グループに関しては、原則として1991年データてある,. ¥.1clcwar Corporation Bhd., 

し，屑用人数については1990年データである， Kompか 1 Ruku Mげ {ih l99l (Ke£lSIt'r of IndlLstn、and

(3) マドス・グループに関しては， 1989年テータである心 :¥1adosSdn. Bhd、,“Reportand Accounts-31st 

(1) タス・グループに関しては， 1990年データてあるへ"「 A.S. Industries Sdn. Bhd.. "Directors'Report 

(5) ①アペラ・グループに関しては，原則として1992年テータである。 ROCファイルテータ1992年r i，；げた

(ROCファイルデータ）

(6) タプ・グループに関しては， 1983年データである,.ROCファイルデータ 1983年c

(7) (i）SI尽グループに関しては， 原則として1990年テータである、， SPSグループか1991年に KLSEへ提

新間発表したデータに基づく c，

（注） （G)はグループ（たたし連結関係にあるもののみ）令体のデータを意味する。 l) 設立時は塁太 fの地杓

階では充分にマレ一人社会に人材も育成されて

おらず，マレ一人社会の中にあって高等教育を

受け，企業経営者となり得る人材源としてスル

タン家出身者に許Hし，彼らにピジネスヘの参

人を奨励したためである。特にこの点について

は，ラザク）じ首相がスルタン家出身者に積極的

32 

な賽業への参入を促進する立場をとっていたと

されるぼli)0 

こうした政府の奨励方針を背奴としてスルタ

ン家自身による事業展開に拍車をかけた第 2の

哩由は， NEPが1970年代半は以降本格的に展

開する中で曹マレ一人個人に替わり，数多くの
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マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

ビジネス・グループ
（単位：金額はリンギ）
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スランコール］，卜1

I ~PS (Syarikat 

I 
i Pembinaan Setia) 
' | 
Syarikat Pembmaan 

i Setia Sdn. Bhd. 
-し→―- -- -．- ------

1974年 (1974年）

Tengku Ahamad Shah ! Tengku Abdullah 

現スルタン］］ 現スルタンの弟

Tcngku Tan Sri 
Ibrahim'' 

• --.. ・”・ • ------• --

i 現スルタンの弟

Tengku Sula1man 
Shah 
-----・・ー・............

現スルタンの次男

1000万
---

3000万
-----

235万2000((,J
---------

184万4000

800万

635}J1284 

n.a. 

4 2 l }j 5 2 00t (9) 

------ - --.  ---------------

n.a. 
----------------- ---------------------------

n.a. 
--------------------------------- ------

:)24万8400'， G)

- ------- - ------------------

ll3万7608

n.a. 

1950万

n. a. 

887h 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

24社 (2H・会社， 5社 (3子会社， 7 tt (2 -f会1:±, I 2-f会社
3関連会社） 31 2関連会社） 3閃連会社）
．．．．．．．．．． ーー・・・・ー・・ ・・ 9 - - - • • • - - • - • - - - - - - - - - 9 ・・・ • - - - - -- • ----------• [―-----．-． ........• -• --------

不動産開発，仕宅管理，投 投資・持ち株， 1.;動産開発， 森林伐採，製材，製造業， 不動産開発，住宅開発

資・持ち株，金融（リース業，保険 金融
割賦），農圃経営（ココア）

. ····································•···················· 

乳嘉／弁］［よヤ`五l----＿□三／プロ
Annual Companies Handbook, Vol. XVII(Kuala Lumpur, 1991) 

"Directors'Report 1991"（マレーシア企業登録局〔Registerof Companies: ROC〕ファイルデータ）.(図ただ

Commerce of Malaysia) (Kuala Lumpur, Berita Publications) 

December 1989" (ROCファイルテータ）．

1990" (ROCファイルテータ）

だし，税引き前利益につしヽては1988年データである。 AperaHoldings Sdn. Bhd., "Directors'R叩 ort1988" 

出したデータファイルに基づく。②ただし， 税引き前利益については1992年データである。 SPSグループが

にあった。 2) マドス・グループのみ税引き後の利益である。 3) 休止中 7社を含む。 4) 1987年に死去。

公企業がその経済活動領域を大幅に拡大したこ

とである。このことにより，上地，森林などに

店の源泉をおいていたスルタン家にとってはそ

の経済基盤が脅かされる恐れが生じたために，

新たな経済活動の必要性が生じたと考えられる。

この点から， NEPはスルタン家にとって，あ

る意味ではその政策の恩恵を与えることもあっ

たが，長期的には逆の作用をももたらすことに

なったとし lえる。

（注 1) Tun Mohamed Suffian b. Hashim, An 

Introduction to the Constitution of Malaysia, 2nd ed. 

(Kuala Lumpur: Government Printer, 1976), pp.21-

33 
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33および Y.A. M. Raja Azlan Shah, "The Role of 

...," pp. 7691 

（注 2) 統治者会議の原型は， 1897年にマレー連

合州 (FMS)傘下のスルタンが一堂に会する会議（ダ

ルバール〔Darbar〕）をイギリスが設置したことに遡

る。現在の形になったのは， 1948年のマラヤ連邦成

在時である。その後1957年の独立憲法ても維持され

た。国家全体に関わる事項の場合は， 9人のスルタ

ン以外に 4人の州知事 (Governor)，各州首相，連邦

首相も出席できるが，国王・副王の選出やスルタン

の権限に関わる事項の際にはスルタンのみて缶t議さ

れる。 NikAbdul Rashid b. Nik Abdul Majid, A 

Century of the Conference of Rulers 1897-1997 

(Kuala Lumpur: Office of the Keeper of the Ruler's 

Seal, 1997), pp. 7-11 

（注 3) 憲法第153条におけるマレ一人の特権とス

ルタン制に関する記述は，堀井健竺．「プミプトラ政

策の歴史的性格と国家資本の役割 j （堀井健＿丑編『マ

レーシアの社会再編と種族問題 ブミプトラ政策20

年の帰粕一ー』研究双害 No.386 アジア経済研究所

1989年） B~16ページを参照。

（注 4) H. P. Lee, Constitutional Conflicts zn 

Contemporary Mala_,:,ia (Kuala Lumpur: Oxford 

University Press, 1995), pp. 110 112. 

（注 5) Gordon P. Means, Malaysian Politics: 

The Second Generation (Singapore: Oxford Univer-

sity Press, 1991), pp. 14 16. 

（注 6) 本稿で引用する連邦憲法に関する訳文に

ついては，特に断りのない限り竹下秀邦訳「マレー

シア連邦窓払」（鳥屈翡編『現代マレーシアの政治研

究基礎資料』文部省科学研究費補助金重点領域研究

•総合的地域研究成果報告書 No. 24 1996年11月）

に従ってし必。

（注 7) 同上書 61, 67ペーシ。

（注 8) こうした見方は，チャンドラ・ムザファー

が独立後I))マレーシアにおいて 形式的なスルタン

と実質的な UMNO」といった「-こ項の保贔者 (Pro-

tector)」 という表現で提示している。 Chandara

Muzaffar, 1ケotector':An Analy,is of tfu Concept 

and Practice of Loyalty in Leader-led Relationship 

within Malay Society (Penang: Aliran, 1979). 

（注 9) 資本所1i再紺目標については，小野沢純

「新経済政策下のブミプトラ資本の再編と進展」（堀

34 

井編『マレーシアの社会再編・…..』)75~113ページ．

また最終的な結果と政府統計の問題点については，

鳥居高 1マレ一人コミュニティに対する経済政策の

変遷一ー資本所有再編から企業家育成ヘ一」（原不

二夫・鳥居高編『国民開発政策 (NDP)下のマレーシ

ア』調査研究報告苔 地域研究部1995-1 アジア経

済研究所 1996年） 25~44ページを参照。

（注10) スルタン家の出身者はトゥンク (Tunku

または Tengku)の称号を自分のI司有の名前につけるc

Tunkuは厳密には Tengkuよりも上位とされるか，

管見の眼り現在ては出身スルタン家によって使い分

けられてしるようである。なお， Tunku,Tengkuの

称号は親がスルタンであった場合は，性別を問わず

与えられるものの，その次の柑代では女性の王族か

平民と婚姻関係を結んだ場合，その子供（スルタンか

ら数えて 2親等）には継がれず，ペラ州などではメガ

ット IMegat)． トレンガヌ州などではワン (Wan)な

どの称号に替わる

（注11) スルタン家出身者が証券取引所上場企業

の役員として進出している状況については，次の 2

つの研究成果が示している。 1970年代前半時点の状

況は LimMah Hui, Ownership and Control of the 

One Hundred Largest Corporations in MalaJ,Sia 

(Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1978)。

原不二夫氏は1972年と83年の 2時点間の比較研究に

よってその進出状況を示している（原不二夫「新経

済政策ドの華人企業 “1 ［堀井健．＿＿．9:4・萩原宜之編 r現代

マレーシアの社会・経済変容ーープミプトラ政策の18

年 』研究双書 No.370 アジア経済研究所 1988 

年） 177~206ページ）し

（注12) スルタン家のピシネス活動について邦文

でまとまった報告としては NHK取材班『知られざ

るアジアI})帝王達；潮出版 ］990年 48~ 59ペーシ

を挙けることがてきる。そこて報告されているスラ

ンゴール州の現スルタンであるスルタン・サラフデ

ィン・アブドゥール・アジス (SultanSalahuddin Abdul 

Aziz)/)）次男 {TengkuSulaiman Shah)によるサマ・

ワールド (SamaWorld)社に関して．筆者は1992年

時点の ROCファイルからはf,iJ氏の関与を確認できな

かった。また表 1て取りあげたスルタン家によるヒ

ジネス・グループの発展過程などプロフィールにつ

いては，鳥居高「マレー系企業グ）レープの勃巽」 (rァ

ジアトレンド』 No.67 1994-Ill) 83~85ページを参
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照。

（注13) 設立時に皇太子であった人物がスルタン

になった場合，その人物は企業活動から手をひき，

その役割を息子に譲っている。

（注14) 例えばメルワール・グループ総帥のトゥン

ク・アプドゥーラの回顧による。 MelewarCorpora— 

tion 25 Tahun［メルワール・グループ25周年誌〕

(Kuala Lumpur, [ 1989])など。

III マハティールによる国王・スル

タン制度の再編成過程

1. 1983年， 84年の「憲法危機」

この問題については，すでに数多くの分析論

文が公表されているので，ここでは1990年代以

降の再編過程の検討および議論に必要な範囲内

で，その要点をまとめることにとどめておきた

し)(it l) 
C 

1983年 7月に83年憲法改正案 (ActNo. A566) 

が下院にt程されて以降， 84年 1月に同改正法

に再修正を加えた改正案 (ActNo. A584および

A585)が可決されて事態の収拾に至るまでの流

れを整理したものか表 2である。 1983年 7月に

改正された内容は多岐にわたるものの，国王が

法案に裁可を与えず問題となった改正点は以下

の3点である。 (1)立法過程における国王の裁可

権に関する改正（第66条第4項の改正，第5項の新

設），（2）非常事態宣言を布告する権限を国王か

ら首相へと委譲する内容の改正（第150条），（3）第

8付則，第 I部第11条第 3項の改正である。こ

の改正の(3)が意味するところは，連邦憲法が改

止された場合，その改l［内容に沿って州憲法は

連邦憲法が裁可されて15日以内に改正され，し

かもこの際にはスルタンの裁可，不裁可にかか

わらず州議会が州憲法の改正をUI決することで

マ八ティールによる国王・スルタン制度の再編成

その改正は完結する，というものであった（注2)。

以上の改正内容を含んた1983年改正案は，同

年 8月に下院および上院において可決された後

に裁可を得るために国王に送付されたものの，

裁可を得ることができず，このために両院で可

決された法案 (Bill)が法律 (Act)として発効する

ことができなかった。このように可決された法

案か裁可を得られず，いわぱたなさらし状態に

陥ってしまった。いわゆる―憲法危機」 (Constitu-

tional Crisis)と呼ばれる所以はここにある。

マハティールは，この改正内容を報道しない

ように関係機関に指示を出していたために，事

態が明らかになったのは10月に開催された予算

国会の場で，下院議長が7月の会期に可決され

た法案（こ閃する裁可状況を報告した時であっ

た',t」）。さらに，この問題が広く一般に知れ渡

るようになったのは， 10月にトウンク・アプトヤ

ゥール・ラーマンが『スター』紙上で“憲法の

改正"(Changingthe Constitution)と題するコラ

ムを掲載したことであった（注4）。このコラム掲

載によって，「憲法危機」の状況が明らかにさ

れたことを受けて，マハティールは各地で改正

案への支持を表明する大型の集会を開催し，大

衆運動によってスルタン側に圧力をかけて事態

の収拾を図ろうとした。しかしながら，スルタ

ン側の抵抗も根強く，最終的には11月20日に

ガファール・ババ (Ghafarb. Baba)が率いる

UMNO最高執行委員会代表団がスルタンたち

と会談し，「憲法危機」解消のための妥協案が

作成された（注 5)0

このマヘティール・スルタン間の妥協の結果，

再度1983年憲法改正案が修正され(ActNo. A584 

および A585), 83年改正案の(2)および(3)につい

ては，改正内容から取り下げられ，また法案ヘ
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表 2 「憲法危機」の展開過程 (1983~84年）
て 、 て『→ ~、“

1983. 7.26 I 1983年憲法改正案 (Act1"'o. A566)，下院へ上程される (8月1日第 1読会）。

s. 5 I r院，改正案可決。

s.12 I t院，改正案可決99

10. 3 セヌ UMNO前因叫長，改正案を批判する内容の公開批判書状をすべての党支部に送

付。

10.12 I統治者会議開催（コタキナバル）。マハティール首柑，改正案について説明を行う（～

13日まで）。

10.17 Iトゥンク・アブドゥール・ラーマン元首相，スター紙上に改正案に関し，首相とスル

タン双方を批判する論説を公表（この報道によって，新聞報道が開始される）。

11. 5 I UMNO青年部，全国部会を開催し，改正案への支持を決議。

► 民政党 (Gerakan)，中央委員会にて改正案への支持を決議。

11. 7 I UMNO婦人部，改正案への支持を決議

11. 8 各小11(}）小11首相，自州のスルタンに対し改正案を受諾する旨のメモランダムを送付した

ことを公表，

11.14 汎マレーシア・イスラーム党 (PAS}，改正案に対するメモランダムを公表．イスラー

ムの原則に則った改正を要求。

11.15 マレーシア華人協会 (MCA)，改正案を支持。

11.20 マハティール首相，各地で改正案支持のための大衆集会を開催（クダ．ペラ，ジョホ

ール，パハン，サラワク州）。

► カファール・ババ率いる UMN() 最高執行委員会代表団， スルタンたちと会談，

「憲法危機」解消のための妥協案の作成

12. 2 マハティール首相會下院でいわゆる 1憲法危機」に関して公式に説明，

12.15 副孔国モ0)代理として改正案に裁可を与える，9

1984. 1. 9 国会において會 1983年改正案の修正案 (Act'.-io. A584, No. A585)を141対100)大差で

可決。

（出所） Simon Barraclough and P. Arudsothy, The 19R3 Malaysian Constitutional Crisis: Two Views and 
Select Documents, Australian-Asia Research Papers No. 32 (Nathan: Griffith University, 1985)／鍾錫

金『八三年修憲課題幾項歴史回顧』 (AlorStar (Kedah): Pustaka Tanah Merah, n. d.)/Chung Kek 
Yoong, Mahathir Administration (Peta ling J aya: Pelanduk Publications, 1987)/ Far Eastern Economic 
Review, various issuesより筆者作成。

の裁可権に関する改正については，第w節第 4

項で詳述するように原案から大きく後退する内

容へと変更された。この再改正案に対して，国

王の代理を務めた副王が裁可を与え， 「憲法危

機」の状況は終結した。

この1983年の「憲法危機」における大きなポ

イントの一つは，マハティールが大衆運動によ

る支持行動を展開しながらも，マレ一人社会か

らの充分な支持が取りつけられなかったことで
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ある 特にトゥンク・アブドゥール・ラーマン，

セヌー (Senub. Abdul Rahman,ラーマン時代の

UMNO昌記長）など． UMNO内部の1H保守勢

力からの大きな抵抗に匝面した。

2. 1990年代の UMNOとマハティールによ

る再編過程

1990年代に改めて本格化したスルタン批判は．

83, 84年の状況と大きく異なり，マハティール

の主導0)もと UMNOからの全面的な支持を受
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ける形で展開された。この一連の動きを批判の

内容と再編成の内容から，大きく 2つの時期に

わけることができよう。まず第 1が， 1990年の

UMNO中央党大会に端を発し， 91年中央党大

会，そして92年7月の憲法原則の締結までであ

る。第 2の時期は． 1992年のジョホール州のス

ルタンの息子の殴打事件をきっかけとして．新

たに93年， 94年と連邦憲法が改正された時期て

ある。

(l) UMN0によるスルタン批判の開始から

憲法原則の締結ヘ

1990年11月30日から12月2日にかけて開催さ

れた UMNO中央党大会でスルタン批判の口火

が切られ．さらにその翌年開催された91年中央

党大会でもこの問題が再び取りあげられた。

両中央党大会におけるスルタン制に関する大

会代議員の発目と議論の内容を比較してみると，

基本的に継続的な内容をもっている。すなわち

批判の第 1の内容は，スルタンが政治過程，特

に選挙運動ならびに行政機構への介人行為を行

ったことに対する批判である。第2点は，スル

タンの経済活動への介入•関与に対する批判で

あったい）。両党大会の批判の大筋にはこうし

た共通点がみられる -`•Jjで，批判の内容，重点

などでいくつかの違いがみられる。そこで，ま

ず各大会での発言と議論の内容を整理すること

にする。

（イ） 1990年の UMNO中央党大会ば 7)

1990年の時点では．中央党大会に先立ち開催

された党青年部 (Pemuda/Youth Wing)ならび

に婦人部 (Wanita/Femail Wing)全国部会 (11

月29日）において，スルタンによる政治への不

介入を求める決議がそれぞれ満場一致で採択さ

れた。両部会で最も問題となったのは，クラン

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

タンのスルタンが中央党大会に先立って行われ

た総選挙において，選挙民に対し野党への支持

を促す行動をとったことであった。特に青年部

においては，党青年部副部長が具体的に 4つの

実例を挙げながら，クランタン州のスルタンの

行動を批判した'';±8)。

この両全国部会を受けて開催された中央党大

会では，（1）国王・スルタンに対し，連邦ならび

に州憲法を支持することを促す発言や，（2）スル

タンたちの無分別な行為を抑制するために新た

な方策を検討する特別委員会を党内に新設する

提案など，立憲君主制の枠内における国王・ス

ルタンの役割をスルタンたちに再認識させるこ

とを党首脳部に求める意見が出されたぽ9)。

こうした発言を受け， 12月1日にはペナン州

代表から「立憲君主制に関する提案」 (UsulRaja 

Berperlembagaan)が提出された。この提案は翌

日青年部，婦人部代表に加え連邦直轄区代表な

どを含む12州の代表者からの支持を受け，最終

的に党大会決議として採択された（注10)。

この提案内容は 9点に及ぶが，その骨子は次

の3点にまとめることができる。まず第 1には，

国家統一のシンボルとしての国王ならびにスル

タンの尊厳や大権を保護し， 立憲君主制を維持

することを確認すること，第2には，国王なら

びにスルタンに対し，政治や行政への党派に偏

った介人をしないことを求めること，さらに以

上の原則を踏まえ，第3に国王ならびにスルタ

ンに対し，連邦および州憲法を維持すること，

州行政委員会 (StateExecutive Council: EXCO) 

や宗教局なとの連邦・州政府機関を恣意的に利

用しないことなどを求めること，の以上 3点で

ある。

マハティールおよび最高執行委員会は，今凹
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の党大会の議論の目的は立憲君主制の維持であ

り，憲法改正の意思がないことを表明した上で，

最高執行委員会としての対応として，（1）中央党

大会の代議員から出された意見を集約して，党

の指導部代表を国王・スルタンたちに送り今回

の党大会における党員の見解を伝えること，（2)

扇動法など特定の問題に関する特別委員会を設

置することを公表した（注11)0

1990年の中央党大会でも，スルタンの商業活

動への関与に対する批判は行われた。なかでも

注目されたのは，クダ州の代表者から「（スルタ

ンたちが）コンセッション契約や入札を行う際

に周旋業者になる危険性」を排除するために，

新たに「スルタンたちを対象とする特別信託投

資 (SpecialTrust Unit)」の創設が提案され，彼

らにビジネス活動をさせないために新たに経済

的な保証をすることなど，ビジネス活動を抑制

させるための具体的な代替案が出されたことで

あるは12）。しかしながら，全体としてはビジネ

ス活動への関与に関する議論はこの党大会の大

勢を占めなかった。

中央党大会で最も議論が集まったのは，青年

部全国部会と同様にスルタンの政治ならびに行

政への介人に対する批判であったC なかでも．

クランタン州のスルタンの政治への介人が特に

批判された。この背景には， 1990年の総選挙に

おいて， UMNOがクランタン州スルタンの係累

にあたる人物を党首に擁する46年精神党 (Parti

Semangat'46: S46.後に46年精神マレ一人党〔Parti

Melayu Semangat'46〕と改称。 Semangat'46と

は「46年精神」の意味）と汎マレーシア・イスラ

ーム党 (PartiIslam Se-Malaysia: PAS)を主体と

する野党連合に敗れたことがある。この選挙戦

中に，クランタン州スルタン (SultanIsmail Pe-
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tra)がS46を支持するように選挙民にさまざま

な形で働きかけたとされる。 S46は， 1987年の

UMNO中央党大会における総裁選挙でマハテ

ィール・ガファール連合に敗れたトゥンク・ラ

サレイ (TengkuRazaleigh b. Hamzah)を党首と

して結成された政党である。 トゥンク・ラザレ

イは図 2に示したように，現在のクランタン州

スルタンの夫人の叔父にあたる。この血縁関係

を主たる要因として，スルタンがS46を支持す

るように選挙民に働きかけたとされる。

中央党大会後，党大会の決議の一つは実行に

移され，国王・スルタンに対する UMNO代表

団として，国王に対して1991年2月26日にマハ

ティール総裁以下首脳部 5名が，また 9州のう

ち6州のスルタンに対して27日までに州連絡委

員長（州首相）がそれぞれ派遣され，中央党大

会て採択された国干・・スルタンの政治不介人に

対する決議文およびその背景を説明した党総裁

の力簡を提出した。このうちクランタン，パハ

ン，ジョホールのスルタンが事実上代表団との

謁見を拒否したとみられる。表立った反撃はス

ルタン側からはなされず，また，書簡に対する

明確な意思表示はされなかった叩3)0

（口I 1991年の UMNO中央党大会

1991年の中央党大会では，批判の大枠こそ90

年の中央党大会と同じであるが，内容および批

判の菫点に変化かみられる。

まず．批判の重点はスルタンの経済活動への

関与，すなわちスルタン一族が直接・間接的に

経済・商業活動に従事•関与している点へと移

った。またスルタンの政治および行政への介人

に対する批判に関しても，その批判の対象はク

ランタン州スルタンにとどまらず他の州のスル

タンについても具体的に言及された。
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スルタンの経済・商業活動への批判について，

代議員の発日を中心にその内容をみると， 2つ

の内容を含んでいる。第 1の内容は，スルタン

の家族，親族によるビジネス活動への批判であ

る。連邦憲法第34条第 3項において国王の商業

活動への従事は禁止されている (i±l1)。また同じ

ように各州の州憲法においても，各州のスルタ

ンの商業活動への従事は禁止されている。この

ことからスルタンたちは彼ら自身ではなく，ス

ルタンの家族あるいは一族を使ってさまざまな

形で事業を行っている。さらにこれに関連して

批判されたのは，スルタンやその一族が参加し

ていなくても，土地の使用，伐採権の申請など

の許認可行政を伴う際に，彼らがその影響力を

行使していることである。時にはそれが特定の

ビジネス・グループ（特に華人系のビジネス・グ

ループ）の利益につながっている， とされた。

新聞報道で伝えられた限りでは，この後者の

図 2 クランタン州のスルタン家家系図
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Tg. Zainal Abidin 

Tg. Mohamed Hamzah'l＝戸9
Sultan Ismail Sultan Ibrahim 
（在位1920-1944年） （在位1944-1960年）

兄 Tglndこ二，；：竺，悶閏
長男 l次男

0 3l Tg. Razaleigh 

Tg. Datuk Ibrahim 
Petra 

Sultan Ismail Petra = Tg, Arns 
（現スルタン
在位1979年～）

（出所） Ranjit Gill, Razaleigh: An Unending Quest (Petaling Jaya: Pelanduk Publica-

tions, 1986)/Mohd. Bakri Jaafar, Mengenali Tokoh Kita: Semalam, Hari Ini dan 

Esok (Shah Alam: Persatuan Sejarah Malaysia, 1991)／新聞諸報道などから筆者作成。

(it) Tg.はTengkuO)略記。

I) クランタン州U)宰相 (MentじriBesar)を195(）～51年． 55~57年の 2回にわたって務

めた。
2) ウル・クランタン (UluKelantan)選挙区の下院議員 (1959~63年）， 1984年死亡。

ラザレイは，このまたいとこの選挙区を引き継いた。
3) Tg. Aziz 

4) Tg. Abdul Hamidは，ヌクリ・スンビラン州出身である。
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方により批判が集中している。これらの意見は

スランゴール，プルリス，クダ州などの代表か

ら出されているが，なかでもスランゴール州の

代議員の 1人は，スランゴール・スルタンが自

分とその親族のために獲得した不動産プロジェ

クト・リストを提出したほか，ゴルフ場建設，

イスタナ（王宮）の改築などにおけるスルタン

の関与をきわめて具体的に報告した（注15)。

批判の第 2点は，スルタンによる州政治・州

行政への介入である。その主たる内容は，スル

タンが各州の行政官僚の任命に介人している点

である。州の行政委員会 (EXCO)メンバーの任

命のみならず，場合によっては郡レベルの行政

官僚の任命にまで介入した例まであることが，

スランゴール，ヌグリ・スンビラン，プルリス，

クランタン州などの代議員の発言によって明ら

かにされた。

この 2つの批判点に共通することは，一部の

州のスルタンの行為が，連邦および州憲法が規

定したスルタンの権限を越えており， しかもそ

れが特定のグループの利益につながっている点，

つまり権力が「濫用」されていることへの批判

である。

これらの発言を受けて，スランゴール州代議

員から，最終的に同州の代議員全体の意見とし

て，メモランダムが最高執行委員会へ提出され

たけl(；）。その主な内容は以下の4点である⑪17)'

(1)最扁執行委員会は，スルタンの政府・行政

機関，政治，経済への関与について，新たな対

応を行うこと。 (2)連邦憲法のスルタンの権限に

関する条項を改正すること。特に州首相 (Men-

teri Besar)および州の行政官僚の任命に関する

スルタンの権限の改正を行うこと。 (3)(2)の権限

はスルタンではなく連邦首相に与えるものとす

40 

ること。 (4)スルタンおよびその一族の援助によ

って特定の人物に与えられた開発プロジェクト

に関する調査委員会を設立すること．の 4点で

ある。このメモランダムのポイントは(2)である。

1990年の中央党大会の決議と異なり，憲法改正

要求を内容に含んでいるからである。

このメモランダムは各州連絡委員会委員長

(State Liaison Committee Chief)のすべてが支持

した。そして，これらの決議を受けて最高執行

委員会は，このメモランダムについて，その検

討を約束し，党大会は閉幕した。

IJヽ） 憲法原則の宣言

1990, 91年の中央党大会での決議を踏まえ，

UMNOは92年2月に再度最高執行委員会代表

団を国王ならびに統治者会議に派遣し．「行動

規範」の作成に同意を取り付けた（注18)。この合

意を受け， 4月25日には UMNO代表団が国王

ならびにスルタンたちと会見し，行動規範の草

案を提出した。

この行動規範は「憲法原則の冗言」 (Proclama-

tion of Constitution Principles)と改称され． 7 

ページに及ぶ宣言が7月4日に公表された。し

かし，この宜五に署名したのは，プルリス、ヘ

ラ，ヌグリ・スンビラン，ハJ ンヽ． トレンガヌ，

スランゴール州の 6スルタンのみであり，これ

までにスルタン権限の優位性や自律性を誇示し，

しばしば）11政府などと対立してきた残り 3人の

ス1レタンは署名しなかったいi191。このうちクタ

とジョホール州のスルタンは「いまだに考慮に

時間が必要」との理由を表明したものの，クラ

ンタン州のスルタンは宣言と関係をもつことを

拒否した（注20)。

憲法原則の宣言は，（l）政治への関与，（2）州首

柑の任命，（3）州行政委員会委員の任命， (4)助言
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に基づく行動，（5）政府上級職員の任命，（6）ピジ

ネス活動，（7）王室費，（8）宗教，（9）メディア，（10

国王陛下，の10項目からなる。その主な内容は，

両中央党大会で取りあげられた批判を受けたも

のである。しかし，この宣言はあくまても政府

とスルタンと間のいわは覚え苫きのような形を

とっており，法的拘束力をもたないなど，限界

があった。この宣言が結果的に屯要な意味をも

つのは， 1994年の連邦憲法改正によって，「助

占」という文言の意味が強化されたことによる C

この点については後述する。

(2) 1992年の「ゴメス事件」から連邦憲法改

正へ

1992年以降のスルタン批判は，ショホール・

スルタンが引き起こした傷害事件をきっかけと

して，従来の政治・行政への介入，経済活動へ

の関与という批判内容から大きく転換し， スル

タンならびにその一族に対する特権問題へと発

展した。最終的には1993年にスルタンの特権に

関する憲法条項の改IEがなされたさらに1994

年には，再度国干．0）法案裁可権に関する条項0)

改Iじも行われ， ここにマハティールが83年に着

手した国［・スルタンに関する再編成は・応の

決蔚をみた。

これら＾連の再編過程において，マハティ

ル政権はクランタン，ジョホール，パハン州な

どのスルタン側の反発と根強い抵抗に直面したご

特にクランタンのスルタンの抵抗は， クランタ

ンのスルタンと姻戚関係のある党首をもつマレ

人政党， 46年精神党 (S46) やイスラーム政

党である汎マレーシア・イスラーム党 (PAS)を

も巻き込み， これら 3つのマレ一人政党間の政

争をも含んだ複雑な様相を見した。こうしたス

ルタンたちの抵抗に対し，マハティールは，新

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

聞，テレビなどマスコミを最大限に活用しば211,

スルタンたちの特権，豪奢な生活ぶりなどを連

日報道させる一方で，クランタンなど特定州の

ス1レタンたちに対してはその王位継承の正統性

まても問題にし，徹底的にスルタンたちの反発

を抑え込むことに成功した（注22)0

1イI ゴメス事件から1993年の憲法改正へ

スルタン問題は， 1992年11月末にジョホール

州のスルタン (SultanMahmood Iskandar)が引

き起こしたホッケー協会コーチヘの1彗害事件の

発生（いわゆるコメス事件）によって急展開を示

した。この市件の原因は， この傷害事件に先立

ちスルタンの次男トゥンク・マジッド (Tunku

Majid)か引き起こした傷害事件に遡る。 トゥ

ンク・マジッドはジョホール州のホッケーチー

ムがペラ州のチームに敗れた試合後，ペラ州の

チームのゴールキーパーに暴行を働いたため

に、マレーシア・ホッケー連盟から 5年間の出

場停lt処分を受けた。この処分後ジョホール州

の多くのホッケーチームが，ホッケー連盟の主

催する試合から突然引き揚げた。これらのり1き

揚げ措置の一環て自身も引き揚げを余儀なくさ

れたスルタン・アフバカール専門学院 (Maktab

Sultan Abu Bakar)のホッケーチームのゴメス

(Douglas Gomez)コーチか，これらの引き揚け

が“強¥)られた”行為てあることなどを公表し，

ジョホール・ホッケー連盟役員全員の辞任など

を要求したく，この声明後まもなく曹コメス・コ

ーチは，ジョホール・スルタンの王宮の、//)に

数時間拘束され，解放後ニュー・ストレイツ・

タイムズ社のジョホール・バル支社に対し，

過去数日間報道されてきた内容は真実ではな

い 旨())メモを送付して，報道を否定した。し

かし，カファール副首相など政府首脳部がコメ

4 I 
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ス・コーチに事件の告訴を呼びかけるなど政府

が後押ししたことによって， 12月7日に人りゴ

メス・コーチは，ジョホール・スルタンか玉宮

において暴行を働いた旨の報告を警察に届け

た（注23)。

政府側の対応はきわめて迅速であり，マハテ

ィール首相は12月9HO)閣議でショホール州ス

ルタンに対する非難決議を国会へ提出すること

を決めた。この非難決議は12月10日の下院で出

席議員の満場—令文で採択された。この採択と相

前後して， トゥンク・マジッドの逮捕が指ポさ

れ，彼は14日に自首， 15日に起訴されたこ

この事件をきっかけにして， 1992年12月12日

に国民戦線 (NF)最高執行委員会は，スルタン

の免訴特権（連邦憲法第181条第 2項）に関する

憲法改正の方針を決定し，翌年93年3月に行わ

れた特別国会で改憲案が可決されたc

この約 3カ月の間、 UMN()およびスルタン側

の動きはきわめて多岐にわたり，複雑な過程を

経た。さらに公式・非公式に行われた統治者会

議はその閥議内容が一切公表されないために，

スルタン側の対応はあまり明らかではない，，こ

うしたいくつかの条件を踏まえ， 3月まての政

府・ UMNOおよびスルタン・統治者会議の主

な動きを整理したものが表 3てある。

改憲作業は 3段階を経て行われた。まず第 1

にUMNOを中心に作られ， 1月6日の閣議で

決定された改憲案（第 1次案）である。これを

基にスルタンたちと非公式協議が進められた。

この一連の協議で-Ii_は合意に逹するかにみえ

たか， 18Hにスルタン側は「改憲内容がスルタ

ンの大権に関してラディカルな変更を伴うもの

であり合意に達するにはほと遠い」旨を公表し，

合意を拒むした。これに対し，マハティールは

42 

第1次案を特別国会に上程，同改憲案は両院て

可決された。

第2段階としては，この可決法案が再度特別

統治者会議に提出され，特別法廷の設置などを

盛り込んた修正を求める理由を付して特別国

会へ差し戻された結果，再度の修正がなされた

（第 2次案）。こうして第 3段階として 3月9日

に第 3次案が提出され、両院で可決（下院 3月

9日）後，国王の裁可を得て発効した。

この間最も抵抗したのは，クランタン州のス

ルタンであった。しかしながら，彼の主張は新

聞報道で伝えられる限リ｛貫性を欠いたもので

あっに彼は 2月11日に行われた特別統治者会

議では途中退席し，クダ州のスルタンに委任状

を託した。 2月末になってクランタン州のスル

タンは11日の会議の無効性を主張し，クダ州の

スルタンヘの委任をめぐってクダ州のスルタン

と対立するに至った。

1993年の憲法改正の骨子は，山個人の資格で

行うスルタンの行為は民事および刑事訴追の対

象となる。 (2)そのために必要な特別法廷を設饂

する。 (3)スルタンの赦免権はスルタン自身とそ

の家族には及ばない。 (4)国会，州議会において

スルタンに関する発口は扇動法の対象とはしな

t ;， 0)以上 4点である c

：口l l994年の憲法改正

1993年の中盤以降の政治の争点はそ 0)秋に開

催か予定されていた UMNOの最高執行委員会

選挙に関心が集中し 9 -Hはスルタンをめぐる

問題は鎮静化の様相を呈した。しかしながら，

1994年 5月には国王・スルタンに関する憲法改

正の動きが再開され

5月9日に連邦憲法改正案 (ActNo湯 A885)が

ド院にt程され， 5月10Hには同院において総
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表 3 1993年憲法改正までの政府とスルタンの主な動き

つつつ

政府ならびに UMNOの対応 ースルタンならびに統治者会議の動きI 19 9i/---

12月

下院，ジョホール・スルタンに対する非難決，←10日

議を採択。

国民戦線最高執行委員会，スルタンの免訴特 i←l2H 

権の廃止を決議

閣議，改憲のための特別国会を 1月18日から ←16日

20日にかけて召集することを決定。

18H→ 特別国会の前に特別統治者会議を召集する

首相，副首相など政府首脳部と州首相との会 I←22日

議を開催。

改憲草案が完成。 ←末

1993年

1月

閣議，改憲草案を全会一致で決定。 I ← 6日

ことを公表（以後21,24,'27日に開催）

く首相，スルタン側と草案に関し数度にわたり非公式協議 (9,15~17日）＞

特別国会開催。 ←18日→ 特別統治者会議改憲案への同意を拒否。

下院，改憲案を賛成 133票でnj決。 ←19! I 

上院，改憲案を満場一致で可決3 ←2(）日

特別国会召集

ド院，憲法再修正案をuJ決，3

L院，憲法再修正案を全会一致で可決。

2月

llf l→ 特別統治者会議（非公式），特別法廷設置を

条件に改憲案を国会へ差し戻すことを決定。

15日→ ショホールで非公式統治者会議。

24日→ クランタン・スルタン， 2月11日の特別統治

3月

← 9日

---―' 

者会議は手続きが違法， また 1月の特別国

会は手続き上無効であり，改憲には反対と

表明。

国孔改憲法案に裁可を仔える。

（出所） 木村陸男「1992年のマレーシアー 攻勢続けるマハティール政権一ー」（『アジア動向年報 1993年
版』アジア経済研究所 1993年）／同「1993年のマレーシア― •若手指導者世代『新マレ一人』 の台頭
--」（『アジア動向年報 1994年版』アジア経済研究所 1994年）／New Straits Times, Star, Far 
Eastern Economic Reviewなどの諸報道から筆者作成。
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数180名のうち，賛成134名の圧倒的多数で可決

された。スルタンに関する憲法改Iじは事前に統

治者会議における承認を必要としており，今回

の改正は無効であるとの立場から野党の民主行

動党 (DemocraticAction Party: DAP)の大半の

議員は投票を棄権したほか， S46の全議員 6名

は欠席した(it24)。さらに同法案は上院において

も満場一致で可決され (5月17!1), 6月24日に

は施行された(tt25)0 

改正点は，第 1に国王に関しては第40条の

「助言にしたがって行動する」という規定を明

確化すること，第 2に立法過程における国T:O)

裁可権を形式化すること，の 2点であっだ汁ぷ。

今回の改正は，前述したように野党によって

その立法過程に対する批判がなされたほかは，

法律家協会 (BarCouncil)が改正の性急さに対

する批判声明を出すにとどまり国27)，スルタン

側からは新聞報道でみる限り全く動きはなく｀

過去の改正過程と比較するときわめて静かなう

ちに項態は推移し， ・連の国モ・スルタンに関

する連邦憲法改正の終幕を思わせるものとなっ

た。

(ii: l) 1983年(/)1憲法危機 iに閲する文献は以ト

0）とおりてある 0 Simon Barraclough and P. Arud 

sothy , TI19 , 1 983 A1(llaiSl}（nl (‘() }／`ヽ ll lMIi(／ flII[ （：,rl・ヽl．し，

T1位） Vi(＇1{'s (l}l(l s(l(( •I l)i)（＇l、ImrrIIヽ． Australia-,,¥sia

Research Papers No.32 (Nathan: Griff 1th Uni,曰,_

sity, 198:i)./Zakry Abadi, Kon,flik Jstmw drm l'ad1 

men［モ宮と議会の紛争］ （Kuala Lumμur: I)（・rceta-

kan Pudu, l 98'.l)／鍾錫命り＼—年修彰課題幾項歴史

lnl蘭i』 (Alor Star (Kedah): Pustaka Tanah Mer ah. 

IL d.)/11.卜・.lfawlings. ・'The Malaysian Const1tu 

tional Crisis of'8:l." lnlenwlionlll am! Co11tjJ11mtit•1 

l,IIU) （Jt1/irlcrly. vol 35, 11(`) 2. I¥pr ] 983. Pl)* 237-25 l 

/Vincent Low. "Rtcdcfining the'Constitutionality' 

of the Monarchy:＇「lw1983 Constitutional Amend-
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ment Crisis in'.¥falaysia," Kajian lvfalayisia (Jour-

nal of Malaysian Studies), vol. II, no. 2, Dec. 1984、

pp. 1-15/ A. J. Stockwell, "Princes and Politicians: 

The Constitutional Crisis in :v1alaysia, 1983-4,''in 

Constitutional Heads and Political Cnsis, ed. D. A. 

Low (London: Macmillan, 1988), pp. 182 197/H. P. 

Lee, "Postscript: The l'vlalaysian Constitutional 

Crisis: King, Rulers and Royal Assent," in The 

Cunstitutiun 1)J・Malaysia..., ed. Trindade and Lee, 

pp. 237-261/Chung Kek Yoong, Mahathir Admin・

istmti,m (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 

19871, pp. 25-32／竹下秀邦：改憲でつまずくマハテ

ィール政権 (I万アシアトレント~ I¥ u. 25 1983年冬

号）日～20ページ／'Alimn,Commentary no. 3 [The 

Constitutional Crisis & Democracy:. Nov. 198:l 

（アリランが発行したハンフレット）／LimKit Siang, 

Constitutional Crisis iii Malay,1t1 /Democratic 

Action Party [DAP]発行のパンフレット）．：

（注 2l Simon and Arudsothy, The 19幻

pp.4 5および Lee,Coぬ titutionalConflicts..., pp 

23-25 

（注 3) Chung, Mahathir 書•.， p. 25 

（注 4) Star, Ocし 17,1983、このコラムは Con-

砂 1PI)raryIssut'S lnMakり＇さian Politzい (Petaling

Jaya: Pelanduk Publications, 1984), pp. 82-87を参

照、

（注 5) Simon and Arudsothy, The 1983 

pp. 7, 9-11. 

（注 6) スルタンのヒジネス活動に対する批判は

今阿が初めてではなしら 1978年12月13LJにスランゴ

ル州スルタンのビシネス活動に批判か行われてい

る（原イ←て夫「咀要H誌マレーシア 1978年 1['“ア

シア動lhj年報 1979年版J アジア経済研究所 1979 

年 391~:l92ベージ） Q 

（注 7) [］MN(）の中央党大会は年 1回開催するこ

とが党憲釦こ規定されている J 総裁，副総裁など最

高執行委員会の選挙は，この党大会て 3年ことに実

施される。なお，中央党大会に先灯ちそのド部組織

てある丙年部婦人部の全国部会も開催される（じ＼1

.',JO. l'erlemhag叩 Il「MN(）[ l]MN(）党憲序 (1988

年1(）月発行U)現憲彰- U)第 6, 7条），

（注 8) Amran :¥1amat, Iゞu邸 I0& Perkmb(l“ 

即 IIn：スルタン問辿と憲法］ （Kuala Lumpur: Pra・ 
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gmas, 1991), pp. 29-37. 

（注9) New Straits Times, Dec. 2, 1990. 

（注10) Chamil Wariya, Politik dan Raja［政治

とスルタン］ （Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 

1992). pp. 43-47. および AmranMamat, J;-u Raja 

..., pp. 24-27 

（注11) New Straits Times, Dec.3, 1990. 

（注12) Chamil Wariya, Politik dan..., pp. 91-

101. 

（注1:3) この派遣団に関する一連の記述は，木村

陸男「1991年のマレーシアーー開発体制の再編成に

着手一ー」（『アジア動向年報 1992年版』アジア経

済研究所 1992年） 333ページによる e

（注14) 国王はいかなる営利企業にも積極的に関

与しない。

（注15) スランゴール州代議員の 1人はイスタナ

の改修市業， 400エ・ーカーにのぼるゴルフ場の開発問

題などきわめて具体的に大会で報告した (Mingguan

Maklysia ［マレーシア週刊報］， Nov.JO, 1991)。

（注16) New Straits Times, Nov. 11, 1991. 

（注17) Mokhtar Petah, Kr函santara Raja-RaJa 

Melayu dengan UMNO [UMNOとスルタンとの間

の危機］ （Kuala Lumpur: Mata Publication, n. d.). 

pp.6-13. 

（注18) 木村陸男「1992年のマレーシアー一攻勢

続けるマハティール政権 」（『アジア動向年報

1993年版』アジア絆済研究所 1993年） 313ヘージ。

（注19) ただし 1、レンガヌとスランゴールのスル

タンは署名したものの，会議自体には欠席した (Abu

Bakar Hamzah, Persisyatiharan Kod Etika di Raja 

［憲法原則の宣言］ ［Kuala Lumpur: Media Cendia-

kawan, [1992]〕,pp.25-26)。

（注20) Far Eastern Economic NeviPw, July 16, 

1992. 

（注21) 特に1993年 1月の特別国会で行ったマハ

ティールの演説は，国会の生中継のみならず全文の

再放送さらにはその演説の一部をスポットコマーシ

ャルのように連日テレビなどで流し続けたc 特に華

人系国民向けの中国語放送枠を大幅に拡大する旧正

月の特別プログラム中にも何度も放映された。ー一連

の放映は，今回の恋法改正が「スルタンの特権」を

抑制することに意義があることを国民に対し印象づ

けるものとなった。

マハティールによる国王・スルタン制度の再絹成

（注22) 例えば，クランタン州の現スルタンとい

とこ (Tg.Datuk Ibrahim)の間での継承問題である

（図2参照），〉

（注23) New Straits Times, Starなど11月29日か

ら12月10Hまでの報道による。また Aliran,Dec. 

1992, pp. 2-4。

（注24) New Straits Times, May 11, 1994. 

（注25) Ibid, May 17, 1994. 

（注26) 最高裁判所を連邦裁判所と読み替えるこ

と，控訴裁判所 (Courtof Appeal)を新設すること

など司法制度の改革も改正の大きな柱であった。

（注27) New Straits Times, May 8, 1994. 

N 再編成の内容の検討

マハティールによる国王・スルタン制度再編

成の中身を時系列に整理すると， 1993年の改正

として，（l）スルタンの民事，刑事訴追に関する

特権を剥奪したこと，（2）国会ならびに州議会に

おけるスルタン制の議論を認めたこと， 94年の

改正として，（1）立法過程における国王の権限の

明確化，（2）憲法における「助言に従う」という

文言の意味を明確化ならびに強化したこと， 0）

以 l→ 4点が挙げられる。本節では，改正の中身

の重要性の観点からこの 4点について検討する。

1. 国王・スルタン制の政治的枠組みの変化

まず，国干．・スルタン制をめぐる政治的な枠

組みが変更されたという意味で最も大きな意味

をもつのが， 1993年の第63条と第72条をそれぞ

れ改正し，それぞれ新たに第 5項を新設した点

である。この改正によって， 1971年の改正て国

会議員および州議会議員に対して「敏感問題」

に関わる議論に制限が課せられていたが，スル

タンの地位に関する議論については一定の留保

条件をつけ認められた。すなわち，国会あるい

は州議会において「国王ならびにスルタンの憲
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法上の地位を剥奪することを主張」しない限り

は，国会ならびに州議会でそれぞれの議員は発

言することが可能となった。つまり，今後はい

かなる時でも国会，州議会で国王ならびにスル

タンの問題を取りあげることが可能になったこ

とを意味する。この改正は． 1971年の憲法改正

によって枠組みが作られたマレーシアの政治の

枠組みの一角を変更する意味をもつといえる。

この改正に関連して， もう一点検討しておか

なければならない点がある。それは1993年の連

邦憲法改正以前の時期，つまり9(）年から92年0)

中央党大会では，扇動法や憲法第10条の規定か

あるにもかかわらず，マハティール政権が，国

チ.•スルタン制度の再定義に関する議論をどの

ように理由づけしたのかについてである c

1990年と91年の中央党大会てスルタン批判が

行われたことは，その議論の内容以前に，この

問題が党大会という公開の場て扱われたという

意味において，大きな驚きをもって報じられ

たlitI）。それは第II節第 2項で触れたように，

1970年以降の扇動法および71年の連邦憲法（第

10条）の改1Eによって，スルタンの地位につい

ては国会も含めた公開の場での議論か禁止され

ているからである。したがって，法手続き的に

いえば，スルタンに関する議論は1971年の改ll;:

憲法の再改正か，扇動法の改正というF続き無

くしては，党大会も含めた公開での一切の議論

ができないという解釈が成：立する。

1990年と91年との UMNO首脳部の対応の変

化はきわめて際立っていた。 1990年の中央党大

会の段階では， UMNO自身もまたスルタンに関

する議論は一切禁止されている， と認識してい

た。そのことは，中央党大会函長が扇動法に抵

触しないように議論のガイドラインを用意した
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ことや， UMNO青年部がスルタン制に関する

議論を行うために，扇動法の改正を求める決議

を肯年部大会において提出したこと，また同し

主旨の発言が代議員からも出されていることな

どからもわかるほ2¥ さらにマハティール総裁

自身は， 199(）年12月2日の中央党大会の演説0)

中て 扇動法があるにもかかわらず，スルタン

に関する議論を行う権利を（マレーシア国民）

はもっている」（下線とかっこ内は筆者）と述べ

ている心3)。逆にいえは，このマハティール総

裁の演説があったからこそ， 1990年の党大会で

スルタンに関する議論が可能となったのである。

1990年の中央党大会後マハティールは，この

点に関してもう一_歩踏み込んだ解釈を打ち出し

ている。それは立憲君主制の廃止を要求しない

限り，君主制を批判することは自由であり，

扇動法に違反しないという内容であった⑪ 4)C 

1991年の党大会に関して，報道されている限り

ては扇動法の改正に関する議論や発言は、＾切な

されていないことから，甚本的にこのマハティ

ールの解釈に沿ったものと考えられる ht．う）。

さらに， 1991年の中央党大会開催時において

ガファール・ババ副総裁がより新しい解釈を公

表し、この扇動法問題に関して結論を出してい

る（iげ！。それは「連邦憲法は，あらゆるマレ

シア人がスルタンによる誤った行為に対しては

つきりと意見を述べることを禁止してはいな

い」，それゆえ「UMN(）のメンハーのみならず，

そのほかのマレーシア人もまた， どの州のスル

タン→俯族による権力Q濫阻についても意見を公

表する自由と権利を有する」（いずれも下線は策

者）という発日てある。

このように「（憲法に照らして）誤った行為」，

「権力の濫用」についてという限定条件を付け
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ながら，その範囲内では，スルタンに関する議

論は「法的にも」公開の場でなし得るという見

解を初めて示した。この見解は， これまでの一

般的な受けとめ方，そして少なくとも1990年時

点までの UMNO首脳部の見解とは大きな違い

がみられる。

では，こうした新解釈はどのようにもたらさ

れたのであろうか。新聞報道でみる限り， UM

NO首脳部は新解釈の根拠に関しては日及して

いない。

しかしながら，実は先のガファール・ババ副

総裁の発言とほぼ同じ内容の文言を扇動法の条

文に見いだすことができる（注7)。扇動法の第 3

条第 1項において，この法律における「扇動的

な傾向」 (SeditiousTendency)の定義が 6項目

にわたりなされている。さらに同じ第 3条の第

2項に，第 1項で規定した「扇動的な傾向」の

3つの除外規定がある。その第 1番目に今回の

ガファール発言の内容をみることができる。

「スルタン (Ruler)が， どのような方法で

も，間違った方向に導かれたり，誤りを犯

した場合，それを明らかにすることを目的

とした行為は，扇動的な傾向をもった行為

ー一行動，発ふ出版物そのほかすべての

ものを含むーーとは見なされない」（第 3

条第 2a項）

つまり，先のガファール・ババ発言では，こ

の条文への匝接の言及はなされてはいないもの

0)，ほぼ同じ内容の発言をすることによって，

UMNOの行動が合法的であることを示したも

0)と十分解釈することができる（注8)。

また， 1990年のマハティール発言と93年の憲

法改正（第63,72条）の内容と比較すると，そ

の内容がきわめて酷似していることがわかる。

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

このことから． 1990年段階ですでに憲法改正を

念頭におきつつ，憲法改正を行うまでは．この

扇動法の新解釈によって事態を乗り切ることを

UMNO首脳部は想定していたと考えてよいだ

ろう。

2. 憲法第40条の改正一ー「助言」の

明確化一一

第2のポイントは， 1994年の改正で第40条に

第 lA項が新設されたことである。第40条は

「助言に基づく国王の行動」とされ．従来その

第 1項で「国王は本憲法あるいは連邦法に基づ

く機能を遂行するのに際し，（中略）内閣ある

いは内閣の一般的権限のもとに行動する一大臣

の助召に従って行動する（後略）」と規定され

ていた。

こうした文言があったにもかかわらず，これ

まで国玉・スルタンたちは，「助言に従う」も

のの，そこに自己の判断を反映させる権限を有

すると考えて，しばしば行動を起こしてきた。

このために「助言」という言葉の意味づけを強

化し，またより明確にすることを目的として新

たに設けられた第 lA項は，次のように，助言

という占菜を 4回も繰り返す条文になっている。

連邦憲法もしくは連邦法は，国王が助言

嗅い，助言に基づき．または助言を考慮

して行動するように求めている。国王は．

かかる機能を行使する際に，かかる助言を

受け入れ，それに従って行動する」（下線

は惰者）（注9)

199(）年， 91年の UMNO中央党大会における

スルタン批判の主たる柱か政治・行政に対する

介人を排除することであったことを考えれば，

この改正はこれらの批判に対する一つの答えと

位置づけられるだろう。
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さらに， 1992年にスルタンと政府の間で締結

された憲法原則の宜日は．先に触れたように法

的拘束力はもっていない。しかし，憲法原則の

宣言では，州首相の任命，州行政委員会メンバ

ーの任命，助言に基づく行動など，きわめて具

体的な内容に関して細かく規定してある。この

細かい規定とこの第40条の改正による助言の規

定が実質的には結び付き．憲法原則の宵』の意

味内容が強化されたと考えられるだろう。

3. 免訴特権の廃止と特別法廷の設謳

1993年の改正のもう一つの柱は、新たに第

182条と第183条の 2条からなる第XV部が設け

られたことである。これによりスルタンならび

に国王が「自らの個人的な資格に」よって行う

行為に関しては，従来認められてきた免訴特権

が廃止され，その民事，刑事Kの資任が問われ

ることになった。そして，これらの訴追を扱う

ための特別法廷が新たに設置されることになっ

t:: ‘-0 

特別法廷は 5名から構成される。うち 3名は

連邦裁判所長官およびマラヤ高等裁判所．サバ

・サラワク高等裁判所の各首席裁判官が任命さ

れ，残り 2名は連邦裁判所あるいは高等裁判所

の裁判官の経験をもつも())から統治者会議が任

命することになっている（注10)0

4. 立法過程における国王の関与

立法過程における国王の裁可 (Assent)権に関

する問題は．一連の再定義の中て明確に内容が

変更されたものの一つである。

マレーシアの連邦議会は 2院制である。国

民の普通・直接選挙によって選出される下院

(Dewan Rakayat)と．地域代表．職能代表など

任命議員から構成される上院 (DewanNegara) 

である。財政法案を除く．その他の法案の立法
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過程は以下のとおりになっている（注11)0 

(1)一方の院（通常は下院）に内閣か法案 (Bill)

を上程する（ただし，議員立法も可能）。

(2)同院では，通常第 1から第 3読会を経て，

必要ならば特別委員会を経て採決を行う。

13可決された法案はもう一方の院（通常は

上院）に送られ，先の院と同様に三読会

制を経て採決を行う。

(4)両院での可決を経た法案は，国王に対し

裁可を得るために送られる（国王は国璽

〔publicseal〕を押印することによって裁可

を行う）。

(5)法案は，官報での告示後，効力を発し．

法律 (Act)となる。

一連の再定義の過程の中で問題となったのが，

この(4)の国王の裁可権である。 1983年の憲法改

正から94年までの 3回の改正内容を整理したも

のが図 3である。

ます1983年の改正では，それまで両院で可決

された法案については，「国王に提出され，そ

の同意を求める」（連邦憲法第66条第 3項），「国

王は，これに対する同意を示し」（同条第4項）

としか規定されていなかった条文に関し，同意

を求める期間に関する文言が追加改正され，そ

の期間は15Hとされた。すなわち「国王が15日

以内に裁可を与える」場合か，「15日を過ぎても

与えられなかった場合，裁可が与えられたもの

と見なし法律となる」ことになった。この1983

年改正案そのものが両院でHI決された後に国王

の裁可を得ることかできす，いわゆる「憲法危

機」を招いたことは先にみたとおりである。

これを受けて1984年の改正では 2つの修正が

施された。第 1に裁可の期限を30日と延長した

ことである。第 2に，国王には30日以内に法案
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マハティールによる国王・スルタン制度の再極成

図3 法律制定のプロセス（国干j)裁可権を中心に）
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—→公布後．法律として発効

→“与えられたものとして＂発効

（出所） 各改正案より管者作成。

に対する裁可の不詞意の意思とその理由を添え

て議会へ差し戻す権限が与えられた（図 30) II 

の(2))。ただし， この不同意の権利0)行使は一

阿に限られ，再度議会で 3分の 2以上のIり決を

もって国1”)Fへ送られてきた場合には， 30日

間の猶予はあるものの，仮に3(）日を過きても裁

uJしなければ，裁nJしたものと見なされること

になる（図 3O) 110)(3)(4)) 0 

最後に1994年の改止では， 84年の改正憲法に

よって国十-“に与えられた「不同意を表明し， 1i義

し戻す権利； （前述の IIO)②）が再度剥奪

された。

それでは，それぞれの改化の狙いを明らかに

するために，内容を比較しながら検討してみよ

う，

まず， 1983年の改IE案については，この改正

案が公表された‘li初はこれまで明記されていな

かった国王の裁可に関する期間を明確化したこ

とから， 1国土の権限の強化」という評価も行

われたばtl2）。しかし，既存研究の多くは，マハ

ティールの改正の意図をいわば輪番制度に基づ

いて就任が予定される 2人のスルタンたちへの

f防的な措憤として理解している (til叫

この改正案か提出される以前の段階では，こ

の国土の裁nf権（第66条）は第40条第 1項の規

定と合わせて理解されてきた。すなわち助し］に

49 



1998050052.TIF

基づき，裁可権を行使する，と解釈されてき

た（注14)0

本来このような解釈に従い，国王の裁可に関

する権限は内閣の助言に基づいて行使されるも

のである。同様の解釈ば）朴憲法にも当てはまり，

各州内においてスルタンは州首相の助言に基づ

いて行動するものと解釈されていた。しかしそ

れにもかかわらず， 1984年以降就任が予定され

ていたペラ州のスルタン (SultanIdris)ならひ

にジョホール州のスルタン (Sultan Mahmood 

Iskandar)が，白州内において，州首相と長期

間にわたり対立したり， 83年6月にはスルタン

は自州内でイスラームの長であるとの理由から，

マレーシア全土の断食明けの宜ばよりも 1日早

い断食明けを宣言するなと，自州内の自律性を

強調する立場をとっていたことが，国王・副王

就任後の行動を懸念させていた付t15）。このため

に予防的な措阻として，文言の明確化を図るた

めに改正が行われたと考えられている。つまり

裁Ilrを与える期間を敢えて明文化することによ

って，国EO)立法過程における権限を形式的な

ものにすることに狙いがあったと考えられる。

しかし，この改正そのものが国上の裁可を得

られなかったために再改正の形で出された，

1984年の改正案の内容は，国モに法案へのイ斗ij

意権の賦与を行ったという点において，国王の

権限を拡大するものであり，マハティールの意

図とは正反対の結果になったといえる。この

1984年の改正案は，その後94年まで10年間有効

であった。

しかし，マハティールは1994年の改正によっ

て，最初に83年に提出した改正案よりも裁iIIO)

期限こそ15日から30日と 2倍に延長されたもの

の，国王の裁可権を形式的なものにするという

ぅ0

当初の狙いを達成し得た，と結論づけることが

できるっ

（注 l) 例えは Aliran, Nov. 1991, p. 2/ Far E,固

ern Economic Review, Dec.13, 1990, pp. 1213. 

（注 2) Far Eastern Economic Revieiむ， Dec.13, 

1990, pp. 12-13など当時の報道を参照c

（注 3) New Strait, Times, Dec. 3. 1990. 

（注 4) この点について，木村陸男氏は「1990年12

月21日に新解釈を公表した→と指摘している（木村

I 1991年のマレーシア……C 333ページ）。また同氏

によれふ同様の解釈をガファールも 1991年11月21

日に行っている（木村陸男「直要R品 マレーシア

1991年」［rアジア動向年報 1992年版』アシア経済

研究所 1992年］ 347ベージ） C

（注 5) しかし，この新解釈ば党外では充分に浸

心していなかった。このために 1991年党大会に関す

る諸報道では， 90年の党大会とは違って一切扇動法

改正間題か取りあけられなかったことか驚きをもっ

て報道された，例えば Aliran,Nov會 1991,p. 2を参

照-

（注 6) JVcw Straits Timesおよび Starともに

Nov.10, 1991. 

（沖 7) 扇動法の引用については， SeditionAct, 

I.94R (Act I :i) (as at 10th October 19k4) (Kuala 

Lumpur: International Law Book Services. 1984) 

を用いたe

（注 8) 1993年憲法改正問題と扇動法に関して分

析を行ったリーは，訴追手続きとの関係でこの問題

を論しており，策者が論した扇動法の除外規定に関

しては一切触れてしヽなし、 (Lee,Constitutional Con-

釦rts,ppl l5 119) r 

（注 9) 助言に関わる原文は以下のとおりである，

;,i)to act in accordance with advice, on advice, 

or aiter considering advice 

②accept and act in accordance with such 

advice 

Federal Constitution (incorporating all amendments 

心 at25th June 1995) (Kuala Lumpur: lntemation-

al Law Book Services, 1995) 

（注10) R以¢S(),f the Federal Court 199:i & Rutゅ

(）f lil9. S炉c叫し、our!1994 (as at 1 :,th November 

1995) (Kuala Lumpur: International Law Book 
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Services, 1995), pp. 49 58. 

（注11) A.A. Zakaria, An Introduction to the 

Machinery of Government in Malaysia (Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974), pp. 

14-15.なお財政法案 (MoneyBill，連邦憲法第68条第

5項で規定）に関しては下院に先議権が与えられて

おり（同第67条第 1項），仮に下院で可決された財政

法案が上院で否決された場合でも，国王に裁可を求

めるために提出される（同第68条第 1項）。

（注12) Chung, Mahathir..., p.29. 

（注13) Means, 1v1ala恥ian.... pp. 113-120/ 

Simon and Arudsothy, The 1983..., pp. 10-13. 

（注14) 例えば元最高裁長官モハメッド・ソフィ

アン (TunMohamed Suffian b. Hashim)あるいは

元高裁判事であり，第 9代マレーシア国王となった

ペラ州のスルタン・アズランシャー (AzlanShah)も

同様の解釈を述べている (TunMohamed Suffian b. 

Hashim, An Introduction..., pp. 21-23/Y. A. M. 

Raja Azlan Shah, "The Role of...," pp. 79-84)。

（注15) 国王には 9州のスルタンが輪番で就任し，

一巡するまでは 2回目の就任は行わないことになっ

ている。このために1984年に選出される国王ならぴ

に副王には，それまで就任してこなかったジョホー

ル州のスルタン (SultanMahmood Iskandar,在位

1981年～現在）あるいはペラ州のスルタン (Sultan

Idris Shah,在位1963~88年）が就任することになっ

ていた。彼らの行動に関する，記述は， FarEa.~tern 

Economi(、Review,June 30, 1983. pp. 30-32, 34; July 

14, 1983, p.16/Chamil Wariya, Politik dan..., pp. 

34-38による。なお国上の輪番制度については，鳥居

「変革迫られるマレーシア……」 6~7ページ。

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

に，スルタンを取り巻く歴史的，政治的環境変

化から再定義の 2つの背最を指摘することがで

きる。

まず第 1に．そもそもマレーシアが独立時に

導入した「立憲君主制度」そのものが再定義の

必要性をはらんでいたと考えられることである。

第 2には， 1971年に開始された新経済政策

(NEP) O)下でスルタンならびにスルタン一族が

変貌したことである。

まず．第 1の理由について検討する前に，独

立以降マハティールに至るまでの UMNOと国

王・スルタン制度の対立を振り返ってみると，

その対立がパハン州 (1978年および81年）（注 1),

ジョホール州 (81年）．ペラ州 (70年代）と州レ

ベルて始まったことが注目される。このことか

ら，州レベル．つまりスルタン制度にどのよう

な変化が生じたかを考えることで再定義の背景

が示されると考えられる。

第 1節で概観したように，マレーシアにおけ

るスルタンは歴史的な展開の中で，その地位・

権限が段階的に強化されてきたといえる。つま

り。スルタンは植民地以前の段階では，クラジ

ャアン (Kerajaan)におけるイスラームの長と

いう象徴的な存在であった。しかし，植民地時

代には，イギリスの植民地統治の下で与えられ

た権限は限定されていたものの，イスラームの

v 再定義の背景とマハティールの意図 長としての役割に加え，マレ一人の保護者であ

1. 再定義の背景

マレーシアは，独立の時点でシステムとして

の立憲君主制を採用してきた。では，なぜマハ

ティールにとってスルタン制を基礎とする立憲

君主制を再定義する必要が出てきたのであろう

か。マハティールの再定義の意図を検討する前

り，領上を有するヌガラの長へとその地位が強

化された。さらに， 1946年のマラヤ連合案に対

しては廿初受け入れざるを得ない状況にあった

ものI})、UMNOの擁護を受けて反対の立場を

とり，スルタン制度の廃止を求めたマラヤ連合

案を拒否することに成功した。そして， 1957年

の連邦憲法制定によってスルタン制を基礎とす

5 I 
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る国王制度が導入されたことで，さらにその権

限・機能は拡大された。

連邦レベルにおいて，国王という制度によっ

て一ーたとえそれが輪番制度によって任期が設

けられた制度であるにしても一ースルタンに新

しい権限と機能が賦与されたこと，さらに連邦

憲法によって国王の権限，機能が明文化された

ことは，州レベルにおけるスルタンにどのよう

な影響を与えたのてあろうか。

州レベルでは州民の直接選挙による州議会制

度の導入，さらにはその州議員を基礎とした州

行政委員会の形成など，部分的には近代的な政

治制度が採用された。しかしながら，同時に多

くの点で独立以降も植民地時代の要索が温存さ

れたまま今日に至っている。最も象徴的な州憲

法上の規定は，州首相や州官房長官 (StateSec-

retary)の資格要件に関する規定である。 1日海

峡植民地とサバ，サラワクの計 4州を除く，す

べての州の憲法には，州首相および州官房長官

は「マレー人であり，イスラームを信仰してい

るものでなくてはならない」という内容の規定

がある（注2)。この条文は，マレーシアの州の憲

法規定というよりも，独立以前の“ヌガラ”時

代の規定に他ならない。こうした前近代性を残

しながら，独立によって従来存在したイギリス

人植民地Jif僚が存在しなくなったこと，連邦憲

法によって国王の権限が明確になったことを反

映して州レペルでもスルタンの権限がより明確

にされたことは，結果的にスルタンたちに独立

以前よりも自らの権限が強化されたことを自覚

させることになったとしても不思議ではないで

あろう。つまり，独立の時点で国王制度を支え

るスルタン制度に関しては制度lてーでは、—切手が

つけられず，逆に連邦レベルにおける国王・ス

ぅ2

ルタン制が強化されることによって，結果的に

州レベルのスルタンの権限，機能もまた強化さ

れることにつながったと考えられる。

第 20)点について詳しくみてみよう。 1971年

の連邦憲法改正によって，本来であれば争点と

なるべきスルタン制に関する諸問題は議会制民

土主義の下での政治運営の枠組みから外された。

この結果，スルタン制は政治的には触れること

ができない状態で固定化されることになった。

一方経済面から彼らを取り巻く環境をみると，

1971年に開始された NEPによって，スルタン

ぱマレ一人社会の保護者であると同時に，彼ら

もまたマレー人としてその政策の受益者である

という 2面性をもつことになった。

具体的には第II節第 3項ですでに触れたよう

に， NEPによってスルタンおよびその家族，

またスルタン家出身者のピジネスヘの関与は促

進された。しかも重要な点は， 1980年代後半以

降．スルタン一族のビジネスヘの関与が質的な

変化を起こしていることである。 1970年代から

80年代前半においても．確かにスルタン家の出

身をポすトゥンクの称号を有する企業役員が増

加している。しかしながら彼らの多くは，スル

タン一族であると同時に， もう一つの共通した

背景をもっている。それは高級官僚としての経

歴をもっていることである。つまり，国内や海

外で高等教育を受けたマレー人貴族層か‘-H行

政官僚となり． NEP下で企業役員へと転出す

るという共通した経路を見いだすことができ

る（注3)。このことは，彼らがただ単にスルタン

家の出身者であることのみならず，官僚として

のキャリアをも踏んでいたことに意味があると

考えられる。

しかしながら1980年代末以降になると，こう
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マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

したスルタン家出身者で官僚経験者タイプの人

材に加え，現スルタンの子弟が企業役員として

新たに数多く進出してきたことがわかるは4)。

このように．スルタン一族のうち官僚の経験を

もたない人材もまた．幅広く企業経営の場に進

出するようになっている。

これに対し， UMNO側も大きく構造変化を

起こしている。設立以降 UMNOの支持基盤は，

農民，公務員，教員の 3つが核となってきたと

いわれている。しかし， 1971年以降の NEPの

展開過程で，マレー人の経済界，特に商業・エ

業部門への進出が政府により強力に，多角的に

後押しされた。このことにより，マレー人の企

業家の出現．経済界への進出がなされた。この

結果，当然ながら UMNOの支持基盤にも変化

が生じ，現在こうした企業家・経営者層が一つ

の大きな核となってきたとされる。

例えば，中央党大会における代議員の職業構

成に変化がみられたのは， 1984年の党大会であ

る。 1981年の党大会では学校の教員が全代議員

数の40％にも達し，最大の支持グループであっ

た。しかし教員の占める比率は1984,87年と続

く2回の党大会で減少していき，それそれ全代

議員の32％と19％を占めるにすぎなくなった。

これとは対照的に企業家またはヒジネスマン，

官僚の 2つのグループの占める比率は高くなり，

1987年の党大会では前者は全代議員の25%，後

者は23％をそれぞれ占めている， と報告されて

いる国 5)。

さらに1990年代に入ると，こうしたじMNO

の企業家・ビジネスマン化現象は単に党大会の

代議員レベルにとどまらず．党中央役員レベル

にまで達し始めている。表 4は．スルタン批判

が本格化した1990年代における党大会の•つて

表 4 統一マレ一人国民組織 (U~INO) O) 

最高執行委員会メンバーの社会的背

景 0993年党大会）

医

前職

師

官僚（①＋②）

うち①連邦政府

②州政府

うち SEDC
----------- -------

教員

うち大学など高等教育機関
------- ----------. --------

ビジネスマン
------—•----------
シャーナリスト
---------------

その他

（単位：人）

人数

2 (6.3) 
--------・ 

12 (37. 5) 

6 (18.8) 

6 (18.8) 

4 (12.5) 
-----・・ 

12 (37.5) 

7 (21. 9) 
--- ・--・ 

3 (9. 4) 
-------

I (3.1) 
・-------・ 

2 (6. 3) 

合

（出所） 新聞諸報道／UMNO,Laporan Tahunan 
UMNO (Annual Report of Ul¥lNO) (Kuala 
Lumpur), various issues/Chamil Wariya, 
UMNO (Baru) (Kuala Lumpur: Media In・

dah, 1988)なとより筆者作成。
（注） （]) 総裁任命メンバーの10人は含まれてい

ない。
(2) 前職は基本的に議員など政治家になる前
の職業を指す。

(3) SEDC:州経済開発公社 (StateEconomic 
Development Corporation)。

(4) 「その他」には情報が得られなかった 1

名を含む。
(5) かっこ内ぱ％。四捨五入のため合計ぱ
100.0％を超える。

ある93年の党大会の最高執行委員会メンバーの

社会的背景に関するデータである。官僚出身者

および高等教育機関などの教員出身者がそれぞ

れ， 37.5％を占め，最大のグループを形成して

いな注目すべきは，総員32名のうち民間のビ

ジネスマン出身者が3人存在していることであ

る また，同年の青年部最高執行委員会でぱ，

このビジネスマン化現象はさらに顕著であった。

筆者がその前職を確品することがてきた範囲で
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も， 17名のメンバーのうち過半数の 9名がビジ

ネスマンまたは企業家であった。

つまり， NEPの実施により，スルタン一族

のビジネス界への進出が盛んになる・一方， UM

NOの支持勢力にもまた新典のマレー人ヒジネ

ス・グループが登場するなど，党の支持基盤に

企業家が増加したことが両者間の利害の対立を

生み，その結果， UMNO側がスルタン一族の

ビジネス活動の抑制に取り組み始めたと考えら

れる。

2. マハティールの第 1の狙い一立憲君主

制の明確化ー一

マハティールは，一連の再定義過程で何を狙

っていたのであろうか。彼は1983年の改正の段

階では，非常事態宣言の布告権限を国王から首

相に委譲することを改正の柱にするなこ首相

のもとに権限を集中させることを主たる目的と

していた。

しかし， 1990年代の再編過程において｀マハ

ティールは立憲君主制の下でのスルタン制を維

持することを主張している。彼が目指す立憲君

主制下のスルタン制の姿は，彼の1990,91年の

中央党大会演説の中に明確に述べられている。

両演説ともに，マレーシアの歴史から説き起

こし，その内容は代議員への演説というよりも，

スルタンたちへの間接的なメッセージのように

読むことができる。まず1990年の中央党大会で

は，植民地以前のマレーシアの歴史から説き起

こし，スルタンの地位の変遷を語った。その中

で， 1946年のマラヤ連合案以来， UMNOがス

ルタンおよびスルタン制の保護名であったこと

を強調している旧 6)。さらに1991年の演説でも

また， 90年の演説を受ける形て，歴史から説き

起こし，植民地時代のマラヤにおけるスルタン
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と駐在官 (Resident)の関係を引用し，かつて「助

言者」と規定された駐在官が実質的なマラヤの

支配者であったように，現在のスルタンと政府

との関係においても「助言者」 (Adviser)である

政府および国民かマレーシアの実質的な支配者

であることを述べている。そして，「助言者」

はスルタンの誤った行動に対し「適切な助言」

を行う義務がある， と訴えた（注 7)。

このように 2編のマハティール総裁の演説は

基本的に同じスタンスをとって．現在のスルタ

ンの行為が権限を逸脱していることを問接的な

がら認め，それについては「助言者」である政

府にコントロールする義務があることを述べて

いる。

この演説からみる限り，マハティールは連邦

憲法第40条の改正，第66条の改正を通じてその

助言者としての役割を強化，明確化するという

目的を達成したことになる。

3. マハティールの第 2の狙い一一国家ピジ

ョンとスルタン制

マハティールの狙いについては，もう一点検

討すべき点がある。それはスルタン制批判に着

手した時期の面からの検討である。 1983年の改

正に関しては前述したとおり，自州内で州首相

と対立したことがあるスルタンが国王へ就任す

ることに備える措四として考えられる

1990年代の再定義の試みは 2つの大きなきっ

かけによって開始された。一つは， 1990年の中

央党大会であり， もう一つは92年0)ジョホー

ル州のスルタンによる傷害事件（ゴメス事件）

である。前者については扇動法に関する考察0)

ところで触れたとおり，マハティール自身の演

説無くして．党大会代議員がスルタンの行為や

ビジネス活動に関して発言することはイ＜可能て
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ある。換言すれば，マハティールからの暗黙の

指示があったからこそスルタン批判が始まった

と考える方が自然である。他方，ジョホール州

のスルタンによる傷害事件に関していえば，こ

の事件以前にもスルタンおよびその一族が刑事

訴追を受けるべき内容の事件を起こしているこ

とは国民にも広く知れ渡っており，長く内務大

臣の職にあったマハティールにこれら一連の事

件が報告されていなかったとは考えにくい（注8)c 

つまりこれらの状況から考え， 1990年の中央党

大会での批判やジョホールのスルタンによる傷

害事件はあくまでも再編成に着手する単なる引

き金にしかすぎないことになる。

したがって，なぜ1990年にこうしたサlき金を

ひいたのかという点に．マハティールの今回の

再定義の本当の意図が隠されていると考えられ

る。

その理由として 2つの点を指摘することがで

きるだろう。まず第 1に， 1990年の総選挙にお

いて，下院議席をすべて失ったクランタン州政

権への揺さぶりをかけることである。第2は，

マハティールが掲げる国家ビジョンとの関わり

である。 1990年は NEPの最終年であり，翌91

年にマハティールは相次いで新しい開発計画を

公表しており，一連の開発ビジョンの公表とス

ルタン制の批判問題は決して無関係ではない。

まず第 1の点に関して簡単に触れておこう。

1990年の総選挙の結果， UMNOは下院のすべ

ての議席を失ったばかりではなく， PASとS46

を中心とする勢力によってクランタン州政権を

も失った。 S46は， トゥンク・ラザレイ党首が

クランタン州のスルタンの王妃の叔父という

関係からスルタンを擁護する立場をとる。一方

PASはもともとスルタン制度を批判する立場

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

をとっており，両党はスルタン制に関しては相

いれない立場をとっている。したがって，マハ

ティールがスルタン制を批判することで PAS

とS46の間に政治的対立関係を生じさせ，その

結果クランタン州政権の奪還を目指そうとした

ことは充分に考えられる。

しかしより重要な点は第 2番目の開発ピジョ

ンとの関連である。マハティールは1991年 5月

に「マレーシアの前途」と題される演説によっ

て向こう 30年間を対象とした「2020年ビジョ

ン」 (Wawasan2020/Vision 2020)を公表した。

さらにこのビジョンを実現するための中期開発

計画として， 1991年から2000年までの10年間を

対象とした「国民開発政策」 (NationalDevelop-

ment Policy : NDP)など新しい開発計画を相次

いで公表した。

これらのなかで最も重要なものが2020年ビジ

ョンである。これは2020年までに先進国の仲間

人りをさせることを最終目標とし，経済ならび

に政治上の 2つの柱をもっている。すなわち経

済面では，工業化を基礎として年平均 7%（実

質ペース）の経済成長を達成し， 10年ごとに所

得を倍増（実質ペース）するという H標である。

政治面では，マレーシア国民意識を創出するこ

とを掲げている（注9)0 

まず，経済面の目標との関わりをみると，エ

業化を進める過程で資本や経営ノウハウをもっ

た企業家の育成が最も強く求められている。ま

た，こうした企業家を育成するにあたり，市場

原理を用いることをマハティールは強調してい

る心裏返していえば，このことから市場原理に

よらない経済活動，すなわちスルタンの特権や

地位に基づく経済活動を制限する必要が出てく

る。ここに， 1990年， 91年という 2つの中央党

5う
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大会を通じてスルタンのビジネス活動を批判す

る狙いが出てくる。

ではもう一つのマレーシア国民意識の創出と

の関連を考えてみよう。マレーシア国民意識の

創出に関しては，本特集号の「マハティールの

国家・国民構想」で触れたとおり，政党の党首

の発言でもその具体的なイメージにかなり食い

違いがみられる。しかしながら．この言葉が少

なくとも非マレ一人社会に対する諸資源の動員

イデオロギーとして作用していることは確かで

ある。 2020年ビジョンが掲げる年平均 7％とい

う蒻い成長率を持続させるためには，できるだ

け多くの必要な資金，人材など経済的諸資源を

活用することが求められることはいうまでもな

い。したがって． NEP時代のように「ブミプト

ラとブミプトラでないもの」という 2項対立の

社会関係を維持したままでは． 2020年ビジョン

を実現するために必要な諸資源を非ブミプトラ

社会から動員することはできない-このために

マレー人社会としては，「マレーシア国民意識」

の名のFに種族間の社会関係を緩和し，華人社

会，インド人社会からの参加と資源の動員を求

めることが必要となる "tlo)。非マレ一人社会に

とっても，従来制限されてきた事業機会などが

このイデオロギーによって増加することから，

歓迎すべきものであることはいうまでもない。

しかし．マレーシア国民意識というイデオロ

ギーはマレ一人社会にとっては諸刃の剣でもあ

る。それはマレーシア国民意識というナショナ

ル・アイデンティティが，マレ一人というエス

ニック・アイデンティティよりも l：位概念に位

置づけられてしまうと，従来のマレー人社会が

享受してきたマレ一人の政治的優位性を脅かす

ことにつながる危険性をはらんているからであ

ぅ6

る。マレー人社会の実質的な保護者であること

を政権の拠り所とする UMNOにとって，経済

資源を活用するために必要なマレーシア国民意

識というイデオロギーを掲げつつ，マレ一人の

政治的優位性を維持し，マレ一人社会から引き

続き支持を集めるにはどうする必要があるだろ

うか。逆にいえば，非マレ一人社会に対して，

マレ一人の優位性を大前提とした上でのマレー

シア国民意識の創出であることを暗黙のうちに

ホすにはどうすればよいのだろうか。この課題

に対する答えがマレ一人社会内部におけるマレ

ーシア国民意識の創出とワンセットになった

「新しいタイプのマレー人」 (NewMalay)であ

り，象徴としての国王・スルタン制の再確立で

あったと考えられる。「新しいタイプのマレー

人論とマレーシア国民意識の創出の関係につ

いては，本特艇号の「マハティールの国家・国

民構想」ですでに論じたとおりである。

一方，スルタン制度およびそれを基礎とする

国王制度は，マレ一人の政治的優位性をホす上

で有効なシステムと考えられる。なぜならば，

“マレーシア”の国王が“マレー”の伝統的な

衣装に身をつつみ，マレー文化における権）JO)

象徴としてのクリス (Keris, 短剣）をもち続け

るからである。このことは，国王がマレーシア

全体の象徴と位置づけられながら，マレー人お

よびマレー文化の優位性を示していることに他

ならない。しかし，象徴となるためには，尊厳

や人格といった要素が必要となる。だからこそ，

ー連の再定義によって国王・スルタンの権力の

濫用を禁止し，同時に免訴特権などもなくして

法の支配の下に置いた新しい国王・スルタン制

度が必要となったのであろう。
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（注 1) 例えば，即位が予定されていたパハン州

のスルタンは1978年に州首相の任命をめぐって，時

の首相フセイン・オンと対立した (FarEastern Eco-

nomic Review, June 30, 1983, pp. 26-27)。

（注 2) 例えば，ジョホール州州憲法第II部第 3

条第 2項。

（注 3) こうしたキャリアの代表的な人物として，

ヌグリ・スンピランのスルタン家の係累であるトゥン

ク・モハメッド (TunkuMohamed b. Tunku Besar) 

を挙げることができる。彼は1960年に保健省の事務

次官， 68年から69年まで連邦政府官房長官を務めた

後，民間企業の役Liを歴任した。

（注 4) 特に，スランゴール州のスルタンの息-f・,

ペラ州のスルタンの息fなどの企業家活動が顕著で

ある。鳥居「マレー系企業グループ・…．．」表 3 81ペ

ージを参照。

（注 5) Shamsul A. B., "The Battle Royal: The 

UMNO Election of 1987," in South East Asian 

Aガairs(Singapore: !SEAS. 1988). p. 180 

（注 6) New Straits Times, Dec. 3, 1990. 

（注 7) New Straits Times, Nov. 9, 1991. 

（注 8) ハリー・シンによれは，「1987年にショホ

ール州のスルタンかゴルフ・キャディをクラブで殴

打し，死に至らしめた。卜 7 ンク・アプドゥール・

ラーマンが免責特権に関する憲法改正の必要を感し

たにもかかわらず，マハティールは改憲に抵抗した」

(Bari Singh, "UMNO Leaders and Malay Rulers: 

The Erosion of a Special Relationship," Pacific 

Affairs, vol. 68. no. 2. Summer 19%. p. 199)。

（注 9) 2020年ヒションリ）内容については．木村

陸男「マレーシアの長期間発戦略とナショナリズム」

（『アジアトレント』 No.62 1993年— II) 50~6:3ペー

シを参照。筆者がここで論じた市場原理とスルタン

の経済活動との関連性については．同氏の論考によ

るところが多い，

（注10) マレーシア国民怠識のfllJ出が資源動員イ

テオロギーであることを中心に， 2020年ピジョンとエ

業化計画の関連については，別稿ですてに論じてい

る（鳥居高「マハティールの経済構想ー工業化戦略

を中心に一ー」［『アシ研ワールト・トレンド』第22号

1997年 4月： 37~45ページ）。

マハティールによる国王・スルタン制度の再編成

おわりに

ー一残された問題

マハティールは1983年から94年までの約12年

余りをかけて，国王制度を軸にしてスルタン制

度の再定義を進めることに成功した。特に1994

年の改正で「助言に従って行動することーを条

文上明確化することによって，従来曖昧｛こなっ

てきた国王およびスルタンの立憲君主としての

位置づけがマハティール政権とスルタンの間で

確認されたことの意味は大きい。加えて今回の

連邦憲法改正の過程で，第10条を改正せず．第

63条，第72条でうたわれた国会・州議会におけ

る各議員の特権に関する条項を改止し，国王・

スルタン制に関する発言に対しても，不訴追特

権か認められるように改正されたことは，より

大きな意味をもつ。なぜならば，この改正によ

って，今後も国王・スルタンに関して「その憲

法上の地位を剥奪することを主張しない限り」，

憲法改ll]こまで踏み込むことがてきる枠組みを

作り」：けてしまったことを意味するからである。

このように，マハティールは連邦レベルでみれ

ば，国王の権限およびその政治的枠組みさえも

再編成することに成功した。

他方，より重要な点は，州レベル，すなわち

スルタン制度の再編成である。なぜならば，こ

れまで述べたように，スルタン制は前近代性を

残しだ州レベルにおける統治機構のI貝点に位置

づけられ｀イスラーム，森林、上地｀水などの

要市項に深く関わっているからてある 1990

年代の再編過程では．連邦憲法改正に引き続き，

すでに州レベルでも．連邦憲法の国王に関する

条項に対応するスルタンの権限に関する改正が．
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パハン，ペラ，プルリス，ヌグリ・スンビラン，

スランゴール州で行われた。この意味では，部

分的ながらスルタン制度にまで踏み込んだ本格

的な再編成といえるであろう (it1）。しかしなが

ら，マハティールにとって最も重要な意味をも

つクランタン州や，一連の再編過程でマハティ

ール政権に抵抗したジョホールなど諸州でのス

ルタンに関する州憲法の規定の改正が，大きな

課題として残されたことになる。 1996年に入り，

PASが連邦憲法の改正内容に沿う形で州憲法

改正案をまとめたが，連立政権を形成していた

S46の反対にあい．成立しなかったほ 2)。今後，

これら諸州を含めた州レベルでのスルタン制の

位置づけが開発政策，イスラーム化政策を実施

する上で軍要となると考えられる。

（注 l) 例えば，ヌグリ・スンビラン州は1995年，

ペラ州は93年および95年，スランゴール州は95年と，

それぞれ州憲法を改正している（いずれも， Warta 

Kerajaan (Government of State's Gazette}, various 

issues)。

（注2) この過程において PASはS46との州連立

政権を解消し， S46は1996年10月6日に解党し， ト

ウンク・ラザレイを含むS46(}）党員のほとんどは U

MNOに復党した（島居高 1996年のマレーシア~

ぅ8

政界の再編成と開発戦略の新展開一ー」 □アジア動向

年報 1997年版』アジア経済研究所 1997年j333~ 

337ページ）。

（明治大学助教授）

〔付記〕 本論文は．筆者がアジア経済研究所在

職中に同所・地域研究部部内研究会およひ文部省

科学研究費補助金重点領域研究・総合的地域研究

の研究会（「国民国家機能の形成・拡大・変容に

みられる地域連関の論理」研究会）において発表

の機会を得て行った研究内容を基礎としている。

各研究会において貴重かつ刺激的なコメントをく

ださったアジア経済研究所地域研究部の小池賢治，

佐藤宏両部長（当時）をはじめ部員の皆様，科研の

研究者代表・片山裕神戸大学教授に記して謝した

いまた筆者は本稿で扱った国王・スルタン制度

の再編成の一時期 (1991年10月～93年10月）にお

いてアジア経済研究所の海外派遣員としてマレー

シア国民大学 (UnivesitiKebangsaan Malaysia: 

UKM)に在籍中であり．多方面の資料をみる機会

に恵まれた。加えて．同時期に海外調査員として

クアラルンプルに滞在していた原不二夫主任調査

研究員とのH常的な情報交換によっても多くのも

U)を得ることができた。合わせて感謝したい。
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